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特集

日本育療学会第11回学術集会総括報告

中塚博勝 （日本育療学会第11回学術集会会長）

た。これに続く研究発表Ⅱで行われた三題の発表

では、障害をもって地域で暮らす人たちを支える

相談支援の現場から示唆に富んだ実践報告をいた

だき、支援・連携について改めて考える機会とな

りました。

その他の研究発表においては、 日常の実践に学

問的な考察を加えた現場におられる方ならではの

内容のある報告をいただきました。

それぞれの先生方にお礼申し上げます。

終りに、 この学術集会を開催するにあたりご後

援、ご援助下さいました文部科学省･厚生労働省・

東京都教育委員会･NPO難病のこども支援全国

ネットワーク・全国特別支援学校病弱教育学校校

長会・全国病弱虚弱教育学校PTA連合会・全国

病弱虚弱教育研究連盟・全国病弱教育研究会・日

本自閉症協会東京都支部他諸団体、本学会準備委

員として多大なご協力を下さった諸先生方に心か

ら感謝申し上げます。

日本育療学会第11回学術集会が、平成19年8月

24日・25日の二日間にわたって東京・全逓会館を

会場に「ひとり一人の子どもを支える・ ・ ・教育・

医療・福祉の現場における連携」をテーマに開催

されました。

学術集会開催にあたりご支援賜りました皆様に

あらためてお礼申し上げますとともに、成功裡に

終えられましたことをご報告いたします。

本大会は､テーマに従って「支えること」「連携」

に焦点づけて､基調講演･記念講演及びパネルディ

スカッションを企画しました。

基調講演は｢地域に根ざした発達障害への支援」

と題して野村東助先生にお話しいただき、それを

受けて「発達障害の子どもを支える医療・教育・

福祉の現場における連携」をテーマにパネルディ

スカッションが行われ、 より深く学ぶことができ

ました。

記念講演は、 「精神障害のある人を地域で支え

る」と題し佐藤順恒先生にお話しいただきまし
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平成19年度

日本育療学会第11回学術集会並びに

総会開催要項

大会テーマ

｢ひとり一人の子どもを支える～医療･教育･福祉の現場における連携~」

1．開催日時：平成19年8月24日（金) 10:00～17:00 25日(Jz) 9:00～16:30

2．会 場：全逓会館 （東京都文京区後楽1-2-7 TEL:03-3813-7029 )

3．会 長： 中塚博勝 （社会福祉法人大泉旭出学園大利根旭出福祉園）

4．内 容：

＜第1日目＞

9 ： 15～受付

10：00～10 ： 10開会理事長挨拶

全体司会進行（日本育療学会理事土屋忠之）

10 ： 15～12 ： 00基調講演 「地域に根ざした発達障害への支援」

野村東助氏 （東京コーディネーター研究会会長、東京学芸大学名誉教授）

座長日本育療学会副理事西牧謙吾 （独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）

12 ： 15～12 ：45総会

13 ： 15～15 ：00パネルディスカッション

テーマ 「発達障害のある子どもを支える医療・教育・福祉の現場における連携」

パネラ－

金井剛氏 （横浜市中央児童相談所医務担当課長）

島 治伸氏 （徳島文理大学人間生活学部教授）

本多公恵氏 （滝乃川学園地域生活支援センター主任）

中村文子氏 （日本自閉症協会東京都支部長）

コーディネーター 西牧謙吾 （独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）
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： 15～16 ：45研究発表I

座長横田雅史（愛知みずほ大学大学院人間科学研究科）

滝川国芳（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）

1-1.病気療養児の教育支援体制に関する一考察一広島県下における実態調査から－

長江綾子（広島大学大学院教育学研究科）

1-2.特月撒剤〈…必騨長子どもへの力功わりに関する研究

～担任が望む養護教諭のかかわり～

○金子紘子'，横田雅史2

（1愛知みずほ大学大学院人間科学研究科， 2愛知みずほ大学）

1-3．病弱児に対する養護教諭と関係機関との連携に関する研究

○工藤綾乃'，横田雅史2

（1愛知みずほ大学大学院人間科学研究科， 2愛知みずほ大学）

1-4.病弱養護学校のセンター的機能に関する研究

一個別の教育支援計画を通しての小・中学校との連携を中心に一

○畔見志保11滝川国芳21西牧謙吾2

（1群馬県立赤城養護学校， 2独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）

1-5.算数・数学における「学習空白」の研究

谷麻紗美（千葉県市川市立第一中学校）

1-6．重度知的障害児との集団指導から見えてきたもの

－地域校での特別支援教育の取り組み一

○西嶋大輔!，足立美香2，福本良之3

(1， 2兵庫県三田市立ゆりのき台小学校， 3岡山大学大学院医歯学総合研究科博士課程）

15 ： 15～16 ：45

17 ： 30～ 懇親会
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＜第2日目＞

9 ： 00～受付

9 ： 30～10： 30会長講演 「からだの弱い子どもへの福祉支援」

大会会長中塚博勝 （社会福祉法人大泉旭出学園大利根旭出福祉園）

座長日本育療学会理事長山本昌邦（横浜国立大学名誉教授）

10 ： 45～12 ： 00研究発表Ⅱ

座長土屋忠之(都立久留米養護学校清瀬分教室教諭）

棹山勝子（前神奈川県立横浜南養護学校長）

Ⅱ－1．東京都発達障害者支援センターにおける相談支援事業について

石橋悦子（こどもの生活研究所）

Ⅱ－2．中核地域生活支援センターの取組と役割

一中核地域生活支援センター香取ネットワークが取組んだ

地域で支えるシステムづくり－

高木美枝子（中核地域生活支援センター香取ネットワーク）

Ⅱ－3．束総障害者就業･生活支援センターにおける就労支援

一地域で取り組む就労支援と今後の取り組み一

丸山理章（東総障害者就業･生活支援センター）

Ⅱ－4． 「自立活動」 5区分とマカトン法との関連性について

一自閉症児の適切な教育支援の一考察

○竹内涼太1，星登志雄2

（1 ：旭出養護学校小学部教諭,2 ：旭出養護学校長）

Ⅱ－5．第二次世界大戦前の京都における病虚弱児教育施設

○桐山直人1，西牧謙吾2，長谷川千恵美3，滝川国芳2

(1神奈川県立平塚養護学校， 2独立行政法人国立特別支援教育総合研究所， 3日本大学）

00～14： 30記念講演 「精神障害のある人を地域で支える」

佐藤順恒氏（上尾の杜診療所院長精神科医社会福祉法人あげお福祉会理事長）

座長大会会長中塚博勝 （社会福祉法人大泉旭出学園大利根旭出福祉園）

13
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14： 45～16 ： 30研究発表Ⅲ

座長河合洋子（順心会看護医療大学看護学部）

小畑文也（筑波大学人間総合科学研究科）

Ⅲ－1．教医連携による近未来志向の筋ジス児に対する実践

○池田哲也!，野本雅明1，元木祐子'，小森信幸'，土屋和彦’

(1北海道八雲養護学校）

Ⅲ－2．病棟における玩具の機能に関する研究

一テディベアを中心としたエピソード記録による分析一

○小畑文也！ ・石川慶和！ ・下村由紀子！ ・相馬あゆみ2 ・深澤美華

恵！宮本信也！

(1筑波大学・人間総合科学研究科2筑波大学・教育研究科）

Ⅲ－3．通常の学級に在籍するアトピー性皮膚炎の児童・生徒への教育的支援について

－文献検討を中心に－

○深澤美華恵1，山本昌邦2，小畑文也！

(1筑波大学人間総合科学研究科, 2横浜国立大学教育人間科学部）

Ⅲ－4．小児がん患児とその母親による院内学級新聞作成の試み

○山口志麻'，前田知子2

(1神戸大学大学院医学系研究科・神戸市立垂水養護学校, 2大阪大谷大学）

Ⅲ－5．セルフヘルプグループ(親の会)の存在意義の再考

一「全国心臓病の子どもを守る会」の活動を通して一

三ツ石圭吾（関西福祉科学大学大学院社会福祉学研究科）

Ⅲ－6．療養中の長期欠席児の学習支援に関する研究

○河合洋子】，藤原奈佳子2，横田雅史3

(1順心会看護医療大学看護学部, 2愛知きわみ看護短期大学, 3愛知みずほ大学）

16 ： 30閉会
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5．参加費：

事前登録:会員4,000円

当日参加:会員5,000円

懇親会費：5,000円

円
円
０
０
０
０
０
０

，
，

５
６
員
員
会
会
非
非

学生3,000円(1日参加・両日参加にかかわらず一律）

学生4,000円（1日参加・両日参加にかかわらず一律）

6．参加申込方法：

郵便払込取扱票（青色）にて，参加費をお振込みいただくことで，参加申込となります。

なお通信欄に払込金額等の内訳を明記してください。

（例：第11回学術集会参加します。非会員5,000円十懇親会費5.000円=10,000円）

郵便振替口座：口座番号／00270－5－75557
加入者名日本育療学会

※ナ －‐ ÷ ります現在÷員でナー 国： こ入会 きたお

i.~...…~….….….…~..~…~..~．.~．.~..~…~..~……~..~…~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~..~…~……~..~..~．.~．．~..~..~..~..~…~..~..~..~……~．.~..~..~.．~..~..~..~..~..~．.~…~..~..~..~..~；

I 日本育療学会入会手続き

「入会希望」の旨を下記宛てにご連絡ください．

日本育療学会事務局

〒113-0033束京都文京区本郷1-15-4文京尚学ビル6F

Fax:03-5840-5974

e-mail : japanikuryo@ybb.ne､jp

詳しくは, http://www.nanbyonet.or.jp/ikuryo/をご覧ください．

｜ ※第11回学術集会事務局と日本育療学会事務局とは異なりますのでご注意ください。 I
Ｐ
■
、
り
ゅ
■
ｐ
ご◇や一一■凸一の■一●●一●●一●凸一凸●一色●一■■一●■一▲●一■▲一■●一●●一●●一■ご一●■一寺●一●ザ一一●◆一一■一ａ－ｃの一●●一■●一●■』■●一己寺一

●一◆◆一ロー■■一昨◆■一合●一●◆一。ｃ－ｄｃ－ａ■一●■一●の一●●一●●一●●一■■一函一句申一宇
幸一◆幸一◆全一■●一■■一●●一●●一●■一寺●一●寺一■●一■

■
■
●
６
日
日
■
甲

7.後 援：

文部科学省,厚生労働省,東京都教育委員会,NPO難病のこども支援全国ネットワーク，

全国特別支援学校病弱教育学校長会,全国病弱虚弱教育学校PTA連合会，
全国病弱虚弱教育研究連盟，全国病弱教育研究会
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基調講演座長報告

座長西牧謙吾（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所）

が凝縮された内容だった。

障害があっても自分らしく生きること、家族や

仲間とのつながりの中で生きること、このつなが

りを作ることが大切であると結ばれた。地域に根

ざした発達障害への支援の本質も、この点ではな

いかと感じた。

この学術集会特集号では、基調講演をほぼ話さ

れた言葉で再現した。わずか、 1時間30分の講演

であったが、それだけでも発達障害を学ぶ入門的

論説とも言える豊富な内容であった。

演者の野村東助先生は、東京学芸大学名誉教授

で､自閉症教育の第一人者として有名な方である。

基調講演の内容は、発達障害の概念の変遷の説明

から始まり、疾病分類学的な視点ではなく、教育

や福祉で大切なのは支援する方法論から見た視点

であると強調された。次に、アメリカ公法改正の

流れとその日本へ影響を押さえた上で、 日本にお

いて新たに発達障害者支援法や特別支援教育に

至った道筋を丁寧に追いながら、発達障害のある

人の支援方法を、 自閉症、ADHD，学習障害別

に説明された。発達障害を生きることについて事

例を交えながらのお話しは、先生の今までの経験

(文責西牧謙吾）
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基調講演

｢地域に根ざした発達障害への支援」

野村東助（東京コーディネーター研究会会長、東京学芸大学名誉教授）

おはようございます。野村でございます。本日、

私、 日本育療学会は初めてお目にかかります。で

も、大方の方はほかの形で随分おつき合いの長い

方もおられます。今日はよろしくお願いいたしま

す。

現在、発達障害が大きな関心を集めておりまし

て、 これはもともと特別支援教育から出てきたわ

けです。同時に福祉の方からも、発達障害者支援

法ができました。今までは福祉関係は、知的障害

と肢体不自由と精神障害の三つの区分しかなく

て、発達障害がいつも知的障害の陰でひさしを借

りて一緒に扱われてきたところがございました。

これではいけないということで、 とにかく発達障

害が福祉の世界でも日の目が見られるように、い

ろいろな施策が行き届くような形にするように運

動をしようというのが発達障害者支援法の趣旨で

ございます。そのこともあわせまして、いろいろ

な形で発達障害が大きな注目を集めておりますの

で、それをひとつテーマ対象に考えていきたいと

いうことと同時に、今は地域連携・共生というこ

とが障害者の世界で共通の課題というか目標に

なってきております。どのような形で支援をする

にしても、地域を抜きにしては考えられない。地

域をどういうような形で障害者の暮らしやすい場

所を整備するか、 これは地域の課題であります。

その中で一体になっていかなければ、本当に幸せ

な障害者の生活はあり得ないということで、地域

をどういうふうに生かしていくか、頼りにしてい

くか、 もっと言えば育てていくかということが障

害全般の課題となっております。このあたりにつ

いて本日の講演では、私が日ごろ考えております

ことをお話ししていきたいと思っております。

最初にちょっと、この発達障害というのは、い

ろいろな立場で捉え方といいましょうか、何を発

達障害と呼ぶかということを含めていろいろ違っ

ているところがございます。きょうお話するこの

私の発達障害は、発達障害者支援法で定義されて

いる、それから、特別支援教育の中でこれまで軽

度発達障害と言われてきたような、そういう意味

での発達障害を中心にお話をします。 ところに

よってはいろいろな考え方があるので、全体の中

で今私どもが考えている発達障害というのはどん

な位置づけなのかということを、少しご理解いた

だいたほうが発達障害の支援をするに当たっての

ご参考になるかと思います。そこでその点につい

て、なるべく簡単に触れてみたいと思っておりま

す。

発達障害とは何か

その共通要素それらをまとめる括り紐

疾病分類学的立増診断分類体系

一時期：発速初期に発症する

一樋能：鹿知､曾肥､コミュニケーション､運動､社会性といった

臆樋能の発運に見られる陣啓

一経過：寛解や再発がなく榎して安定した経過をたどる

一原因： （何らかの脳の秘質的障害に起因する）

発達障害と一口に言いますけれども、ではどう

いうものを発達障害というのかということなので

すが、一つは、医学の世界で発達障害というもの

を一応病気・疾病ととらえて、いろいろな病気を

分類する、難しいことで言うと疾病分類学的な立

場がございます。これによっていろいろ同じよう

な性質の病気を集めて､そして大きくまとめていっ

て体系をつくり、大体いろいろな形の診断分類体

系の中に発達障害というのはこういう立場から考

えられてまとめられてきております。時期は発達

の初めに起こる。そして、どういう機能が障害さ

れているのかというと、 これがちょっと厄介なの

ですが、認知・言語・コミュニケーション・運動・

社会性、つまり、かなり高次中枢神経がかかわる
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いうものがありますが、これは、学習障害を初め

として、発達性言語障害であるとか、あるいは運

動に関する発達性の協調運動障害であるとか、そ

れからコミュニケーション障害も全部含めてこう

いう三つに分けました。三つに分けたのは、障害

されている領域が精神発達の全体なのか、全体で

はないけれどもかなり多くの領域なのか、かなり

限定された特定の、例えば学習の算数障害である

とか読字障害であるとか言語の発達だけだとかと

いう、この領域の広さによって三つに分けている。

それぞれにいろいろ不具合があって、 自閉症の場

合は、単なる遅れとは言い難い点で、これは質的

に障害があるといいますが、単なる遅れとは違う

ということです。

これは、 ここに発達障害を出してきたという本

当のねらいの一つは、 自閉症がそれまで、一体こ

れは分裂病なのか、それとも親の育て方が悪くて

心理的な原因でできたのか、いろいろ自閉症の本

体が何かについて議論が何十年も続いておりまし

て、はっきりわからなかった。ところが、 ようや

く1970年代になりましてからいろいろな研究が行

われ、やはり親の育て方というふうなものではな

いんだよと、認知や言語、いろいろな意味で特別

な障害がある。それが自閉症の原因だということ

で、どこに分類しようか、精神障害ではない、何

かやはり知的障害でもない、中に一つ新しい分類

をつくらないといけない、そこで発達障害が一番

いいなというところで広汎性という名前をつけて

発達障害にようやく納まったわけです。

もう一つ、今まで、皆さんがご存じのMBDと

いう微細脳損傷症候群がありまして、はっきり脳

損傷がある証拠はないけれども、どう考えても脳

のどこかがおかしいからこうなっているのではな

いか、最初に学習障害の読字障害とか何かという

のはこの微細脳損傷症候群じゃないか、いろいろ

落ちつきのないのもそういうことから来るんじゃ

ないか、特に不器用なものを今は協調運動障害と

言っています。そういうのはみんな微妙なところ

がちょっと不具合を生じている。そういう任意症

状が確かにあるということは誰もが認めていて、

ただ､どうも名前が気に食わない。脳機能損傷群、

微細とはいえ脳機能損傷群というといかにも脳が

機能の発達に障害が出てくるものであります。

これは経過ですが､ちょっと難しい言葉ですが、

寛解や再発がなくて概して安定した経過をたど

る、ちょっともったいぶった言い方ですが、要す

るに治らないということです。医学のほうから言

えば、精神障害との違いがここにありますよとい

う発達障害と精神障害との違いを指摘している。

それから、原因は何らかの脳の器質的障害に起因

するもの、括弧にしましたのは、具体的にどこの

どういうところが障害されているかということは

わからない、でも、何か脳の機能のあり方に不具

合があるのです。生まれつきにそういうものです

よというように、 これはどこから考えても間違い

がない。しかし、特定できないものですから、診

断分類体系の中ではこういうことは一切言ってい

ません。でも、経過がこうだということで大体こ

れはわかるわけでございます。障害の中からこう

いうものを拾い上げ、これをまとめて発達障害と

言ってきました。

DSM-m-R(1987)
APA､診断･統計マニュアル改定第三版

｢調織り擬鯨蝋娠鮭評初めて診断される陣害｣という大

主要な障害が､浬知､哲騒､運動､あるいは社会的技能の璽得に見られ
ること｡経過は慢性の傾向にあり､寛解や悪化の時期はなく､いくつかの
徴候は成人期まで持綬する。

知的障害 全体的な遅れ

広汎性発達障害多くの領域に発達の質的な歪み

特異的発達障害特定甑域の技能硬得に遅れ.不進歩

ちょっと例でございますが、一番はじめに発達

障害という大きなまとまりを提案したのはDSM-

m-Rというアメリカの精神医学会がつくりました

診断と統計のためのマニユアルです。 1987年です

けれども、 この中に大きく、乳幼児期から青年期

に初めて発症する障害がたくさんあるわけです。

これは大項目になります。その中の中項目に、発

達障害、DevelopmentalDisordersという中項目

がありまして、その中にこの三つの障害が含めら

れております。これは、知的障害、精神遅滞です

ね。もう一つは広汎性発達障害、これは自閉症を

中心とした障害です。それから特異的発達障害と
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冒されているというふうなイメージを与えていか

んということで、 しばらくMBDという言葉は使

われなくなりました。しかし、使われなくなって

も実際には存在している。そういう妙なところで

機能的に不具合を生じているところがあるという

ことを前提にアプローチしなきゃいかんという

ことはわかっているので、それをどこに入れよう

か。やっぱりこれは発達障害の中に、限られた特

定の領域だよということで特異的発達障害という

形の中に入れて、学習障害などと一緒の仲間に入

れたわけです。これでようやく、今までなかなか

どこに入れていいかわからなかったものが納まっ

たというところで大変大きな成果が上がったわけ

です。

いさまざまな項目があり、その中に実は多動性障

害が含まれたわけです。このところが、やや難し

いところなのでしょうね。

注意欠陥・多動性障害がようやく発達障害とは

別の形で独立してこのように……まだいっぱい幾

つか並んでいます。

ICD-10

WHO､国際疾病分類代10版

F70知的障害

F80心理的発達の障害(会詰および曾循､学力､そして運

動槌能､の特異的発達陣､そして広汎性発逮障害､、）

F90小児期および青年期に通常発症する行動および情緒

の障害(多動性障害､行為障害､小児期に特異的に発
症する情緒障害その他）

F8に含まれる障害には､次のような共通点がある。

①発症は常に乳幼児期あるいは小児期であること

②中枢神経系の生物学的成熟に深く間係した檀能発速の障害､遅れ

③寛解や再発が見られない安定した経過であること

DSM一Ⅳ

｢発達障害｣という中項目がなくなる

DSMはアメリカの精神医学会がつくったもの

ですが、 これは、WHOの国際疾病分類の第10

版、いわゆるICD-10です。これも大体DSMと並

ぶ世界の双壁になっておりますけれども、 ここで

はF80-F89に心理的発達の障害という項目があっ

て、 ここにDSMの発達障害に大体該当するもの

が並んでいます。そのときには知的障害は外れ

て独立してF70になっています。多動性障害の場

合、やはりDSMと同じように、発達障害の仲間

ではなくて隣の行動及び情緒の障害に情緒障害な

どと一緒に含まれています。つまり、特に多動性

障害はどういうふうに考えたらいいかというとこ

ろで、これを疾病学的見地だけから言っていくと

ちょっと厄介です。

もう一つは、 さっきの定義から言えば、大体、

知的障害も発達障害に違いないのだけれども、発

達障害の中に学習障害と並んで知的障害を入れる

のではなく、やはり知的障害は独立したものでな

ければならない。

もう一つは、DSM-Ⅳになりますと、多軸診断

といって、いろいろな軸にはいろいろな障害が

あって、その障害の中に幾つか知的障害を含むも

のと含まないものとがあって、障害を診断すると

きには、 「何々の障害ですよ」と同時に「知的障

害を伴っていますか、伴っていませんか」という

。 「乳幼児期､小児期､青年期に通常初め
て診断される障害｣のもとに以下が並列
・知的障害

・学習障害

・運動樫能障害

・コミュニケーション障害

・広汎性発達障害

・注意欠陥/多動性障害

・摂食障害

・チック障害その他

私もこれだけを見ると非常に整合的でよくわ

かると思ったのですが、そうはいきませんでし

た。このDMS-m-Rの次に同じくDSM-Ⅳという

ものができました。そのときには何と、せっかく

DSM－Ⅲ一Rで発達障害という中項目をつくった

のに、それを全部取り外してしまったのです。そ

れで、小さいときに発症するという大きな項目は

残しましたが、DSM一Ⅲ一Rで発達障害に含めて

いた知的障害・学習障害・運動機能障害・コミュ

ニケーション障害、これは全部特異的発達障害で

すが、 これが全部そのまま発達障害という枠を抜

きにしてそのまま出てきました。それで、広汎

性発達障害、 ここが厄介なところで、 この中に

ADHDは含まれていません。多動性障害は、 こ

の発達障害の隣にもう一つ情緒及び行動の障害と

いう大きな中項目があって、その中にチックであ

るとか行為障害であるとか、発達障害とは言えな
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障害というと何かもつともっと悪いようなニュア

ンスになってしまうのですね。両方とも日本では

発達障害というふうに呼んでおります。実際に、

これは一連のアメリカ公法に代表されます。日本

の発達障害者支援法で定義されております発達障

害は実はこの系統から来るものです。この系統か

ら来るというのは、発達障害者支援法自体が、発

達障害者たちが正当に受けるべきケア・サービス

を受けられずに路頭に迷っているではないか、そ

れに対してきちんと必要な支援を提供するように

国はしかるべく動きなさいと言うための法律なの

です。そしてあくまでこれは、障害がどうであれ

困っている人は全部助けなければいけないという

ところで、困っているのは、やっぱり、取り残さ

れているのは発達障害です。教育で言う発達障害

と同じ発達障害御三家ともいうべき広汎性発達障

害とADHDと学習障害、 この三つがここでも取

り上げられているという形になっております。

二つの条項を併記して、例えば自閉症なら自閉

症､知的障害を伴う自閉症とそうじゃない自閉症、

伴っていると、そのために状況が全部違ってきま

すから、こういうために知的障害を使わなければ

ならない。そのような様々な都合から、発達障害

の中に入れておくと具合が悪いということが生じ

てきました。ですから、DSM-Ⅳが発達障害とい

う枠を使わなくなったのは、 よく訳がわかるわけ

で、疾病分類学的な見地から言うとちょっと難し

いということです。

発達障害の概念について
二つの系譜

障害をその性質によって疾病分類学的に区分けする

･DevelopmentaIDisorders

・医学､疾病モデル､目的は治療

・原因､症状､経過､転槻､家族的背景などに注目

･DSM-m-R(ほか各種の診断分類体系）

必要な支援のあり方が似たもの同士の障害をまとめる

･DevelopmentaIDisabilities

・教育･福祉､障害モデル、目的はケア

・障害によってその人が蒙る不便､不利益､困窮

・アメリカ公法PL95-602発達障害者支援法

DevelopmentaIDisabilities

もう一つの系譜

1961年、ケネディ大統領は国家的委員会に箱神遅

滞に関する広範な研究と治療や予防に関する検肘を
求めた｡この委員会の提言を受けて1970年に制定され
たアメリカ公法PL91-517は発達障害を以下のように定

義している。

箱神遅滞､脳性麻癖､てんかん､または箱神遅滞と同

様の状魑にあって同じような治療･処団を必要とする
(と保健･教育･福祉長官が阻めた)神経学的症状を愈
味する。

サービスを受ける適性を浬定し､その権利を保証する
行政的楓念

今言った疾病分類学的な区分けの仕方はその1

で、二つケースがあって、 もう一つ、ちょっとそ

れとは異なって、これは医学ではなく教育や福祉

のほうの世界で支援を施す仕事の立場です。

障害がどうであれ、支援の仕方がどうなのかとい

うことがまず一番大事です。支援のあり方が協調

していれば、違った障害があってもいいではない

かという精神で必要な支援のあり方が、似た者同

士の障害をまとめていきましょう、こっちは障害

の性質の類似をまとめていきましょう、 という違

いでございます｡そのような分け方がありまして、

これは実は英語ではDevelopmentalDisabilitiesと

いう言葉を使っています。つまり、障害そのもの

や疾病そのものではなく、障害の結果としていろ

いろな機能の低下が起こり、その結果、 また生活

にいろいろな不利益が生じる、 こういうところに

焦点を当てて、ではどのようにしたらいいのかと

いうことを考えていきましょうということです。

言葉が違うので分け方も違うのだけれども、残

念ながらというか、どういうわけか、これも日本

語にするとやはり障害と言うしかないので、能力

1961年にアメリカのケネディ大統領が、精神遅

滞の人がいろいろと困っているな、ちゃんとした

支援・教育を受けられないでいるな、 この人たち

に対してどのような対応したらいいのか、 という

ことについて国として考えようとしたのです。彼

は国内のあらゆる領域から医者、法律家、科学者

など全部合わせて相当大がかりな委員会をつくり

ました。 1年間を費やして検討しました。その結

果、かなり膨大な早期発見が必要であること、こ

のような場合にはこういう決定が必要であるこ

と、かなりいろいろな領域のケアが集まらなけれ

ばいけないこと、 しかもそれがかなりずっと後ま

でも治るわけではなく、場合によっては生涯続け
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なければいけないこと等を含む現在の障害者法に

近いものをこのときに作りました。これを受けて

アメリカの公法PL91-517が、こういう意味での

発達障害がいます、彼らに対してきちんとサービ

スを提供しなさい、 ということを定義しました。

その当時は、精神遅滞、脳性麻蝉、てんかん、 こ

の三つ、 または精神遅滞と同様の状態にあって同

じような治療・処置を必要とすることを保健・教

育・福祉長官がきちっと認めた上でということで

した。これは医学と違って、いわばサービスを受

ける資格がある、認定書とでもいうものでした。

これによって発達障害と言われれば、これとこれ

のサービスを受ける権利がありますよ、その権利

を保障するためのいわば行政的な一つのお墨付き

的な役割を果たしているのです。とにかく同じよ

うなものは全部含めようという精神がとことん

あって、 よくここまでこだわり通せるなと思って

いるのですが、このことは非常に大事なことだと

思いますね。だから、これはどんどん年がたって

いくと変わっていくのです。新たに加わっていく

のです。

応できない状態など多くがここに含まれてきます

ね。確かに含めてきちんとそれに応じた対応をし

てしかるべきでありますので、国の予算は大変で

しょうけれども、そのようなことは言っていられ

ない。このような方たちを含めてケアをやってい

きましょう、 という立場でございます。このあり

方は非常に全世界に影響を与えました。疾病分類

学の確立には、やはり、支援を必要としている人

たちにどうやってきちんとその支援を与えること

ができるのか、そのための国の義務とそれから利

用者の権利というものをきちんと明確にするため

にこういうものができたのです。

我が国が一番影響を受けたのは1歳半健診と3

歳児健診です。この法律がとにかく小さいうちか

ら早期発見をやりなさい、 日本はそれを非常に真

に受けて、今や1歳半健診・3歳児健診は世界に

冠たるものだそうです。つまり、それだけきちん

と全国津々浦々漏れなく、 もっとも親が健診に来

るか来ないかはまた別ですが、漏れなくきちんと

その体制を整備して徹底的にそれを施行している

という点では世界に冠たるものだそうです。

発達障害者支援法平成,6年,2月制定
目下教育福祉で用いられている行政用語

・発達障害とは、自閉症､アスペルガー症候群

その他の広汎性発達障害､学習障害､注意

欠陥多動性障害その他これに類する脳機能

の障害であってその症状が通常低年齢にお

いて発現するものとして政令で定めるものを
いう

続いて

PL94-103(1975年）発達障害とは､箱神遅滞､脳性麻蝉､て

んかん､自閉症､さらに､全般的知的機能や適応行動の障
害の結果､箱神遅滞と同様の機能状態にあり､同様のサー
ビスを必要としているもの

PL95-602(1978年)では､主な日常生活の中で以下にあげ

る槻能制約が三つ以上あるもの：身辺自立､受容･表出曾
脳､学習､移動､自己統制､生活の自立､経済的自立

このPL94-103を見ますと、今までのものに加え

て、 自閉症が入ってきました。このころ自閉症が

大きく問題になっていました。あと全般的な知的

機能や適応行動の障害の結果、精神遅滞同様の機

能状態にあって同様のサービスを必要としている

者いうのも含めてどんどん広めてきました。 1978

年のPL95-602では、 もはや具体的な障害を名指し

していません。主な日常生活の中で以下に挙げる

機能的制約が三つ以上ある者、ここを読んでいた

だければわかりますように、少々具合が悪くて適

そして、 日本の教育福祉では発達障害者支援法

ですよと言っている。そこでの定義は、 自閉症、

それから広汎性発達障害、それから学習障害、注

意欠陥･多動性障害、一応三つを規定しましたが、

やはりアメリカのPL95-602と同じように、その他

これに類するものを全部入れてありますね｡一応、

政令や省令で決めた。例えば協調運動障害とかい

ろいろな細かい事項も全部この中に含まれて支援

が受けられるようにしてあるわけです。

-12-



しないけれども、こういう発達障害絡みの子ども

がかなりいました。あとは、かなり実際にしつけ

が悪い場合もあるでしょうし、ちょっといろいろ

親子関係が悪くて非常に落ち着かない状態になっ

ていて、心理的にADHDと同じような状態になっ

てしまうなど、いろいろあるけれども、今までは

そういう発達障害絡みということは視野になかっ

たのですね。みんな親のしつけを原因にしたり、

でなければ心理的な原因にしたりして扱ってい

た。そういう形で扱う限りは、どうもうまくいか

ないわけです。そこで教育関係者が大騒ぎをして

きました。こういう子どもたちの多くは知的遅れ

がないのだから、通常の学級にいるのがベースと

しては基本的に妥当です。ですから、特殊学級に

行きなさいとか、病院に行って治しなさいと言っ

ても、そのようなことにはならない。通常の学級

の中でみんなと一緒に勉強しながらよりよい方向

に向いていくように育てていかなければならな

い。その子どもの育て方をどうしたらいいか考え

る必要があります。そのためには、今までの特殊

教育の枠を取っ払って、通常の学級も特別な支援

を行う場所でありますから、普通の学級の担任の

先生もおれは知らないじゃ済まない。やはりこう

いう子どもたちのことをある程度わかってもらっ

て、学級の中でできること、できないこともいっ

ぱいありますが、中でできることもまたいっぱい

あるわけです。それを何とかしていきましょう、

それを何とかするためには特別支援教育だったの

です。そうして特殊教育を発展的に転換して特別

支援教育という形の枠ができたわけです。

調べてみたら､全国の小中学校の通常学級には、

このような子ども、 これに近い子どもが合わせ

て6.4％いますという結果が出ました。これを私

どもは6.4シンドロームと言っていますけれども、

非常に驚きました、そんなにいるのかと。これで

は､よほど腰を入れて対応しなきゃいかん。ただ、

注意しなきゃいけないのは、あの調査は悉皆調査

で、全国の小中学校の通常の学級の担任の先生に

全部アンケートを出しまして、たくさん項目が

あってたくさん該当する子を出してくださいとい

う調査でした。そのアンケートの項目の構成は三

つから成っていまして、一つは学習面で困難があ

通常の学級で特別な支援の対象となる

発達障害

・高機能自閉症､アルペルガー障害
・知的障害を伴う自閉症者は別途に考える

･LD

・特異的発達障害をカバーする広義の学習障害

･ADHD

･ぞくに発達障害御三家また軽度発達障害

･知的障害を伴なわない､障害は部分的である、

主として通常の学級で生活する､等のことから支

援に関しては一括して考えられるところが多い

それでは、特別支援教育はどうかでしょうか。

もともと発達障害がこんなに大きな騒ぎになった

のは、火種は特別支援教育です。つまり、例の学

級崩壊という現象がありましたね。小学校低学年

のふわふわっとしてまとまりがつかない、教室内

を歩き回るといったような、集団生活の中にきち

んと同じ行動がとれない。どうもこれはなかなか

今まで見たことがないような子どもで、先生方が

どうしていいかとても苦慮する。そのような子ど

もは昔も結構いたのですが、問題は、そういう子

どもがひとり、ふたりと歩き出すと、 クラス全体

がわあつと群れを成して、それにいわば引きずら

れて一緒になって行動してしまう子どもが多くい

るのです。結局そのような行動をする子どもがひ

とりやふたりならばなんとか授業ができるけれど

も、それに刺激されて全体が授業にならなず、こ

のようなことで学級崩壊になった｡これはどうも、

親のしつけが悪いとか、そういう新人類が出てき

たのかな、ちょうど自閉症が増えて来る時期と一

致してこのような子どももの増えているのかなな

どといろいろ物議を醸しました。もう一方では、

いや、それはやっぱり先生の学級運営能力の問題

ではありませんかという意見も出ました。いずれ

の意見も否定しがたいところがありました。その

ときに、 このような子どもを診察することができ

る児童の精神医学のほうの専門家が各地でふえて

きた。 「どうも様子が気になるので診てください」

というふうに言って、診察をしてみますと、その

中には、かなり高機能の自閉症であるとは言えな

いか、あるいは多動性症候群じゃないか、あるい

は学習障害じゃないかというふうに、はっきりは
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る子、次は行動面で困難がある子、第三が社会性

の面で困難がある子、困難の具体的な内容という

ものが、全部それぞれ自閉症やADHDやLDの子

どもは、おおよそこのような困難が出やすいです

よという、担任の先生から見てわかりやすい、そ

ういう項目を全部並べてあるので、それが全部た

くさんついているのはやはりこれに近いことは考

えなければいけないけれども、それは診断ではあ

りません。ですから6.4％が全部こうだというふ

うにとるのはちょっと早計です。しかし、少なく

とも特別な支援を必要としている子が6.4％ぐら

いはいますよということは考えていいし、その中

の多くはこれで占められているということを一応

念頭に置いてこれから考えなければいけない。だ

から、何が何でも特別支援教育は進めなければな

りません。これは、小泉さんの郵政民営化と同じ

ように、絶対､何が何でも。数年の準備をかけて、

ようやく今年本格施行になりましたけれども、こ

こにくるまでには大変でしたが、経緯はこのよう

なことでした。

そういう形の特別支援教育の中でこの三つが一

応注目となって、こういう障害を持つ人たちに通

級やその他の教育支援の場において専門的な支援

を行うことは当然として、通常の学級の中でどう

いう対応をしたらいいかということは、 これから

一生懸命みんなで探さなければならないというこ

とでございます。

これらの子どもは軽度発達障害と数年前までま

とめて呼ばれていました。どこの本屋にも、数年

前まで、今でもそうですが、軽度発達障害につい

てとありました。これをまとめて呼ぶ呼び方は、

つまり、知的障害が伴わない、それから知的障害

が伴わないから障害といっても多かれ少なかれ部

分的である。みんな通常の学級をベースに生活し

ている。ここをベースに支援をしていくのですよ

ということを前提にすると、支援のあり方につい

てはこの三つは非常にまとめて話がしやすいので

す。同じ自閉症でも知的障害を伴う場合は、別に

差別するわけではないのですが、養護学校や特殊

学級での教育の対象となります。最近では、養護

学校のほうでも、自閉症向けの教育課程を新しく、

今までの知的障害と違ったものを編成しようとい

うことになり近年そのための作業に入りつつあり

ます。どうも話を聞くと、昔、養護学校にもかな

りいるなと思っていて、 10年前ぐらいまでは大体

3割ぐらいはどう見ても知的障害を伴う自閉症で

すね｡これが相場でしたが､このごろの相場はずっ

と上がってきまして、各養護学校の校長先生のお

話を伺うとほとんど半数近いということです。こ

れは本当にふえたのかどうなのか、 こちらの目が

肥えたのか、敏感になったのかは定かではありま

せん。これからの知的障害養護学校は自閉症抜き

には考えられないということだけは共通していて

います。同じ自閉症であっても、高機能で知的障

害を伴わないということでは、むしろこの三つで

一緒に考えたほうが共通点はいっぱいあります。

同じ自閉症なのだけれども、知的障害を伴う自閉

症と高機能自閉症とでは、少なくとも同じ自閉症

ではあるのだけれども、支援の仕方は相当別途に

考えていかないとうまくいかないという問題がご

ざいます。

支援とは何か

・発達障害のある人について考える

その障害は発逮の偏りとして捉えることができる

その他の面で生きる力を十分に持つ

偏りをもう少し丸くして､持てる力を十分に生かして､その人
なりの人格形成が可能である

一方ではこの人格形成が深刻な状況に陥る

そういうことで、これからは、発達障害という

ときにはこの三つを念頭に置いて、この三つに関

する支援のあり方ということで少し考えていきた

いと思います。

疾病分類学的にとやかく言うことはもうやめま

しょう。まだいろいろ論議は残っているのですけ

れども、それは別で、支援の立場からどうかとい

うこと考えることです。

もう一つ大事なことですが、支援というのは障

害を支援するのではないということです。障害を

持って生きている人を支援するのです。だから、

支援の対象は人です。このことを考えて、では、
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障害のある人を最も大きくまとめて言うとどうい

うことなのでしょうか。その障害はそれぞれみん

な違った障害があるけれども、要は、その障害と

いうのは発達の障害なのだけれども､発達の偏り、

全般的な遅れとはちょっと異なり偏っているとい

うことです。その偏りがあるところからいろいろ

障害が出てくる、そのように考えて、偏りである

と捉えることです。そして次に、偏っていない他

の部分では力を十分に持っているということがあ

ります。ですから、これらのこと考えると、人全

体としてどうしたらいいかということになりま

す。一つは、確かに障害に左右されずにまだ持っ

ている力を伸ばすことです。重箱の隅を突つくよ

うに、訓練だ、克服だ、改善だ、 これはこれで大

事なのですが、そればかりではだめなのです。つ

まり、角を矯めて牛を殺してはいかんので、角が

残ってもいいから牛を生かしていかなくてはいけ

ない。角のとがったところだけ適切にかかわるこ

とが大事になります。つまり､障害特性によって、

一緒に生きていく周囲との関係に不都合が生じる

ので、 もう少しコントロールできる範囲で何とか

適切な対応ができるのであれば、そう無理に変え

なくてもいいでということですね。

このことはちょっと厄介ですね。周囲に迷惑が

及ばない範囲でというふうになると、両者にかか

わってくるのです。本人もそうでないようにしな

ければならない。もう一つは、周囲の人も対応を

考えなければならない。迷惑か迷惑でないかは周

囲の人の取り方です｡ある人はカチッと来たら｢わ

あっ、やだやだ｣、ある人は「いや、そのくらい、

まあ、どうってことない。結構おもしろいじゃな

いか｣、だから、この丸くしてというのは、本人

も丸くしなきゃいけないけれども周囲ももう少し

丸くして、お互いに生きやすいように互いに努力

するという、そういうことも全部含めてというこ

とです。あとは結局のところ、その人なりのトー

タルな人格形成なのです。

実際には、私も軽度の発達障害の方々をいろい

ろ見ています。後でまた話もしますが、立派な人

がいっぱいおります。普通の人のさらにまだ多く

います。発達障害だということで大きく問題にな

ることはあるものの、一方ではかなりきちんと

やっている。一方ではそれが大きく問題になって

非常に周囲と一緒になって苦しんでいる状態もあ

ります。このように状況が分かれるのはどうして

でしょうか。それは発達障害が軽度だからという

面もあるでしょう。やっぱり発達障害の人をトー

タルに見て、 この両方をどういうふうに折り合い

をつけるか、 これは教育のほうの問題です。発達

障害は治らない。しかし、発達障害を生きる人の

生き方については幾らでも変えていけるのです。

悪い方にも変わります。そこに教育と福祉の役割

があるのです。

では、その役割を一体どういうふうにやっていっ

たらいいのでしょうか。それが本日のいわば問題

でございます。ちょっと厄介ではありますが。

一般の人から見て発達障害は

。見えない障害
。見えない(普通との境が不分明）

。どうしてそうなのかが分からない

・困り感が汲み取れない､表現できない

・ボタンの掛け違いが起こりやすい
・わがまま､怠け､しつけが出来ていない

・発達障害の視点､しかし､ではどうしたらよいか

・本人の困り感

・社会適応という観点からは分が悪い

最初にこの二つについて話をしたいと思いま

す。今までは、疾病分類学的に自閉症は、人間関

係の問題であるとか、コミュニケーションの問題

である、想像力の問題だとか言われています。一

般の人が、何も知らないで接した場合にどのよう

にするか。とにかく病人ではないのです。社会の

中において発達障害をもちながら生きている。そ

の中でどのようにしたらよいかのということにな

るわけです。一般の人から見て発達障害は、見え

ない障害です。わからない。どうもちょっとおか

しいな、ちょっとちがうな、ここのところがどう

も気になるな、など普通の人と違う面があるとい

うことだけはわかる。このことは、 しつけの問

題ではありません。しつけが悪くて落ちつきが

ない子はいっぱいいます。でも、同じ落ちつき

がない子であってもその理由は様々であります。

ADHDの子どもの場合は、これは性格的にもじっ
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としていられないということです。自閉症の子ど

もが教室の中を常に歩き回ります。これは歩き回

ろうと思ってしているのではなく、今やっている

ことがわからず、 自分が何をしたらよいのかがわ

からなくて､結果として歩き回るしかないのです。

そうでなければ、机の中から何か自分の好きなも

のを全部取り出して、その場にいれば静かにして

いることができます。

もう一つ厄介なことは、普通の子どもと同じよ

うなのだけれども、どうしてこの子はこんなこと

をしてしまうのだろうということがなかなか理解

してもらえないということです。今の社会という

のは、できる．できない、ゆっくりしかできない

ということであるならば､まだ理解があるのです。

いわゆる目が不自由であるというように誰もが目

に見えることなら、ああ、そうか、なるほど、 目

が不自由だから、どうしても白杖を携行しなけれ

ばいけない、点字ブロックは大事だな、ちょっと

迷っていたら手伝ってあげましょうなどと、どう

手助けしてよいのかがすぐにわかるのです。発達

障害の子どもの場合は、 目に見えない障害ですか

ら、どうやって手を差し出していいかわからない

のですね。普通に手を差し出しても、そのことへ

の反応がないことが多いのです。このことがある

ので、どうしても、異端者という感じでみてしま

うのです。どうも日本人というのは、みんなと同

じにできなければできないで助けてあげるけれど

も、みんなと違うというのは怖く感じ、 さらには

忌み嫌うようです。

支援の一番のポイントは、障害があるというこ

とないのです。その人がどういうふうに困ってい

るか、どんな苦痛を感じているか、どのように混

乱しているのか、そのことにまずの焦点を当てる

ことが必要です。そこから、 まず第一歩どういう

ふうに手助けができるか、どうしたらこの事態か

ら助けてあげられるのかということがわからな

い。目の不自由な方の場合はすぐに何か支援がで

きますよね。盲導犬がいればいいだろうなとか、

ちょっと口頭で教えてあげればいいだろうなと

か。

仮に診察を受けて、ADHDという診断を受け

たとしましょう。ADHDだといっても、一体そ

れはどういうことなのか、なにかの障害だという

ことはわかっているけれども、そのことだけであ

れば、ああそうか、障害あるのであればしょうが

ないと考えてしまいます。では、何か支援できる

かといったら、やっぱり手の出しようがない、 と

いうことになり、結局何ら支援をしない状況に

なってしまいます。

きちんとボタンが合うように支援のツボがは

まっていかないのです。ボタンのかけ違い。つま

り、みんな一生懸命、それなりに周りは何とかし

ようと考え、そのために一生懸命指導するのです

が、どうも結局ははじめのボタンのかけ違いとい

うことでうまくいかないのですね。問題はここな

のです。かけ違うのならば、何もしないでおいた

ほうが何かして混乱を招くよりもよいかなと思う

くらいです。決して放っておくほうがよいと言っ

ているのではありません。かけ違いによって、実

はますます本人が苦しみ、困り感がふえてくるの

です。それで、発達障害そのものが原因というこ

とではなく、ボタンのかけ違いによって受けるス

トレス、苦痛によって、次はそのことによって心

理的にマイナスの反応が出てきてしまいます。こ

れを二次的障害といいますが、そういったものが

どんどんふえてきます。

三つの障害はみんな違います。でも、学習障害

は社会的適応という観点では、一番問題が小さい

のです。どの障害の子どもも一対一の状況であれ

ば問題はほとんどないのです。つまり一対一の時

は、 自然とその子どもに合った対応で支援するこ

とができます。しかし集団の中においては、学習

障害の子どもは自閉症と同じように周りの状況が

理解できず、結果としてちょっと人とは異なる行

動をとってしまいます｡これは自閉症じゃなくて、

学習障害を持って生きるということからストレス

がとてもたまってそういう同じような状態になる

ということです。目が見えない方は、一人で歩い

ていても、その近くの人間が関心を持たないでい

れば別に迷惑をかけるわけではありません。しか

し、周りに迷惑になるような行動がいっぱい出て

くるものだから、一生懸命何とかしようとすれば

するほど、ボタンのかけ違い方が余計激しくなっ

てしまうようなことになります。
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ですが。少なくとも、周りの者、指導者、先生の

ほうからは期待しているのです。ここまでできる

ようになったのだからもっとこうなってくれ、 と

期待してもそのとおりにはならないのです。当事

者本人もやっぱり、忘れ物というのは悪い、いけ

ないと思っているのです。でも、どうしても直ら

ないから、 自分で努力をしたかいがなくて、実は

本人もここで挫折感を感じているのです。つらい

のです。ここなのですよ。

私がずっとつき合ってきたたくさんの普通の知

的障害を伴った自閉症の子はそういう点でははっ

きりしているのですよね。幾ら言っても、やるこ

とはやるし､やらないことはやらないのです｡言っ

たことの中の一部をやるかもしれないし、やらな

いかもしれない。やらなければやらないで、別に

平気なのです。別に悩まないのです。そこが彼ら

のいいところなので、どんどんどんどん内に悩み

事がこもって中にたまるということがない｡でも、

発達障害の子どもは、 自分で努力しても失敗すれ

ば､「ああ、できなかった、しまった」と思います。

｢ごめんね、 またやればいいでしょう」で済むこ

とであっても、そのようには自分の中では納まら

ないのです。 「おれはまただめだった。まただめ

だった。おれはだめ人間なんだ｡」というように

自分自身の自己イメージをどんどん、どんどんと

いわば食いつぶしていくことになります。これが

一番怖いですね。

つまり、彼らには生きる力があるから、生きる

力の中には悩む力がある。特性や力はいい面に働

く場合と悪い面に働く場合の両方があります。悩

む力があるということは実は人間の人間たるゆえ

んで進歩の第一条件だけれども、同時に、こうい

うふうな文脈の中に入ってはまってしまうと、悩

む力があることで、 ますますどんどん悩みが大き

くなり自分を壊していく方向に向かう場合があり

ます。これが発達障害者の一番つらい悲劇となる

ところだと思います。挫折感、無力感、違和感、

これがどんどんどんどん重なっていくのです。違

和感というのは、周りと自分との違い、 これはわ

かるのですよ。みんなができているのに、おれだ

けできない、みんなはあれをおもしろがって話し

ているのに、おれはちっともおもしろくない、お

本人の中で何が起こるか

ボタンの掛け違いが続く場合

。どうしようもなくそうなってしまう

・指導されればそのように努力する

。しかし努力は実らない
・困ってしまう

。発達障害の人には悩む力がある
・挫折感､無力感､迎和感､だめな自分､不低感

・やる気がなくなる、自堕落､怠け､防衛反応

・障害特性の現れも深刻さを燗す

今度は、本人が発達障害を生きるということに

ついて考えてみたいと思います。この中に発達障

害の人はいますか。結構こういうところに来てい

る人にいるはずなので、 きっといろいろ苦労して

きた、そういう苦労を今一生懸命私は集めて、そ

うかそうか、そういうことがあるのかということ

で勉強しています。まず､当事者本人からすると、

もちろん発達障害だということがわかっているわ

けではありません。障害だということも知りませ

ん。そのまんまの自分なのです。どうしようもな

くそうなのです。他人に迷惑をかけようとしてい

るわけじゃないのです。自分のありのままで生き

ようとすると障害が出てきてしまうということで

す。その障害に対して、 さきほど申しましたよう

に、 「それではいけないよ、忘れ物はいけません

よ、 もっとちゃんと、あしたは忘れ物しないよう

にしようね、約束だよ｡」というように話しかけ

ていきますね。ADHDの子は忘れ物が多いです

からね。いつも、 3日置きぐらいに忘れ物をしま

すね。何度も言っても忘れ物をしてしまいます。

あなたは本当に忘れ物をしないでおこうと努力し

ているのか、 と思いがちになります。ここが問題

なのです。実は本人は努力しているのです。それ

なりに。幾ら努力しても、忘れ物がなくなるわけ

ではありません。努力すれば、 5回していた忘れ

物のうち1回ぐらいは努力のおかげでしないよう

になります◎だけども、やっぱり、 4回は忘れ物

をしてしまうのですね。ここなのですよね。一生

懸命みんな努力する。でも､その努力は実らない。

実らないと言っても、つまり5回のうち1回ぐら

いは忘れ物をしないで済むぐらいの実りはあるの
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れがおもしろいと思っていることはみんなからば

かにされるということでいじめられる｡やっぱり、

先生からは「だめ、だめ、だめ」と言われてしま

う。どうもおれは人間としてみんなとは違う人間

らしい。発達障害の子どもがこのように感じ始め

ると、異質のアイデンティティーを持つことにな

ります。そして今度は不信感へとつながります。

自分を追いやってくる先生に対して、あの先生の

言うとおりにしようと思うと、 ますます自分がだ

めになっちゃう、人間不信になってしまいます。

人間不信が発達障害の本来の特性では決してあり

ません。違和感も決して発達障害の特性ではあり

ません。しかし、二次的障害としてこのような状

況になってきます。そうなると、やる気がなくな

り、例えば怠けてしまう。最初は字が書けない、

書字障害がそこから始まる。こういうことになっ

て、 「何をやってるの、 これとこれと、漢字を30

回ずっと同じことを書きなさい｣。こういう訓練

のつらさたるものや、普通の子供の我慢と全然違

うわけで、その割にはちゃんと字が書けるように

なるかというと、少しは思うほど成果はみえませ

ん。そうすると、 「どうせだめなんだ」と思うと、

今度は、 もともとは書字障害だけだったのだけれ

ども、読むことも、字を見るだけで嫌だとなりま

す。そして次は、 もう算数も嫌だ、勉強すべてが

嫌だとなるのです。こうなるとはもう障害という

ことではないですね。怠けですね。嫌になってし

まいやる気がない。

アスペルガーなんかの場合はそうですね。IQ120

のアスペルガーの子どもがいたとします。いろい

ろなほかのところでは、いわばプライドが高い。

だけれども、難しい字をいくら知っていても、物

知り博士であっても、スポーツをやるにも全然

ルールがわからなくなるということが起こる。実

際の授業や勉強でもトータルにいくとなかなかう

まくいかない。そこでやる気がなくなるというよ

りも、多くの場合は、むしろ逆に、防衛反応的に

違うところで、例えば算数が好きだと、そっちの

ほうばかりで、一生懸命難しい数学の本か何かを

買ってきて、十分に理解しないままに、おれは数

字が得意だと言うようなことがあります。つまり、

自分のイメージの楽しさだけに無理して見栄を

張って、そちらばかりに、何とか数学の勉強をし

よう、数学のいいところで、 ということで、 自分

に合わない目標を立てて努力します。ほかのこと

は一切やらないというようなことになります。

今は、 とにかく悪いほうの話ばかりしているの

ですけれども、大事なことなのでお話しさせてい

ただきました。二次的障害、つまり、周囲との差

でここができない、できないから一生懸命やろう

とする｡でもやってもできないからやらなくなる。

やらなくなると、 また言われる、 「だめじゃない

か｣。それでますますやらなくなる。二次的障害

と周囲との関係は相互関係の中で確実にどんどん

ずれが拡大していきます。これはみんな、普通の

子どもであっても、ちょっと情緒不安定な子ども

が出てくると、それによって周囲が悪循環的にど

んどん悪くなってくることが幾らでもあります。

そういうことが発達障害の場合にも起こります。

これが一番怖いので、発達障害の特性を抱きなが

らも、二次的障害さえ起こらなければ、どんなに

いいかなといつも私は思うのです。

周囲との相互作用のなかで

二次的障害の悪循環的拡大

・地霞にたとえると､一次的障害は家屋の崩壊、

二次的障害は発生した火災による延焼

・被虐待や不登校の人はADHDや高機能自閉症であ

る場合がある､またこれらの発達障害には年長にな
ると行為障害,解離性障害､強迫性障害､うつ病など

が高頻度で併発すのが観察される

・二次的障害の予防と食い止めが支援の第一歩

これを私はよく地震に例えます。例えば、地震

によって家が倒壊する、このことは確かに不便で

すよね。二次障害というのは発生した火災の延焼

に近い、歯止めがきかない。倒れた家は倒れたま

まで、地震が起こらなければ次は倒れない。とこ

ろが､これはほうっておけばどんどん延焼します。

これが二次的障害です。これは悪循環ですよね。

もう一つ、これは杉山登志郎さんがよく言って

いることですが、虐待された子ども、それから不

登校の子どもなどを診察をしてみると、どうも、

もとはADHDや高機能自閉症である場合があると
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さきほど言ったように、あまりにも障害の特性

自体に向かって焦点を絞って鉢巻きを巻いて克

服・改善とは、 うたわないでほしいのです、だか

らといって、放っておけばいいというものでもあ

りません。やっぱり、できる範囲で教育すること

は必要です。それは訓練とかということではなく

て、読字障害の子どもに何度も繰り返し、繰り返

し漢字を書けというのではなくて、どういうふう

に書けばこの漢字が何とか書けるようになるかと

いったような、障害の特性に応じた独特の手助け

がありますね。

私が知っている母親のことです。お子さんが中

学生の女の子で普通学級に行っているのですが、

そのお子さんが家に帰ってきて、母親と非常にい

い関係なのです。この間、 しばらく会わなかった

先生に久しぶりに会って「○○ちゃん、どう、元

気？」って聞いたようです。彼女が言うには「｢元

気？』って聞かれたって、体が元気なのか心が元

気なのか、どっちのことなんだかわからなかった

から答えなかった。そのまま来ちゃった｡」と母

親に報告したそうです。お母さんに報告したと

いうことは、答えなかったというのはどうも本

当はいいことではなかったのではないか、何か答

えようがあったのではないかと、その子自身が考

え、お母さんに相談したということです。アスペ

ルガーの子もここまで来れば本当にもう何も心配

いりません。実はこのお母さんがちょっとアスペ

ルガーかなと思うことがあるのですね。そのお母

さんが言うには「○○の気持がよくわかるんだ｡」

と。ここですね。わけがわらないのではないので

す。 「そうなのか、お前がそう言うのはよくわか

るよ」って話したのです。 「そうか、でもね、そ

んなに気にしなくてもいいんだよ｡普通の人が｢元

気？」って聞いたからといって、心が元気か、体

が元気かを区分けして聞いているわけじゃない。

何となく、 きょうはいい天気ねっていうのと同じ

ような意味で、ちょっと会ってお近づきの形のあ

いさつがわりにちょっと元気？って聞くだけだか

ら、心も体もまあまあ特に悪くなければ、そうで

す、元気ですって言えばいいんだよ。きょうお

母さんにしかられてどうのこうのってあったら、

ちょっと心が元気じゃありませんとか言えばいい

いうことです。ADHDの子どもは小さいときに動

きが激しくて、ちょっと受容の幅が狭い母親だと

とても耐えられない状況になります。 「マザーキ

ラーズ」という異名を取っています。それが虐待

を生む一つの引き金になるのかもしれません。高

機能自閉症の子どもはよく、周囲の子どもから「本

当に生意気だよね｣、 「やはりね。知ったかぶりし

るだけだね」などと言われます。だから、いじめ

られやすいし、そのようなことが繰り返されるこ

とによって非常に精神的につらくなっていきます。

逆に今度は、発達障害の高機能の子どもたちが

大きくなるまで観察していると、あるいは大きく

なった人を見てみると､行為障害､一部は触法行動、

それから解離性障害が高頻度に見られます。これ

らは、病気というよりは症状で診断しますから、

見過ごしている場合もかなりあるようです。因果

関係があるかどうかはわかりませんが、やはり、

悩むことができるということからくる大変大きな

ストレスや苦痛や人間不信や気持の中の乱れ、安

定感の喪失、そういったものが契機になって、そ

のことがひどくなれば、普通の人でも病になるよ

うに、発達障害の人であっても同じです。これが

二次的障害ですね。いわば、それほどまでに発達

障害の人は、発達障害自体ではなくて、発達障害

を生きることによって、二次的にいろいろと苦痛

や不安や混乱ということを経験しやすいのだとい

うことの一つの証拠だと私は思っております。

通常の学級では、そのような専門的な対応は丁

寧にはできません。普通の学級ではみんなの中で

やります。まずこの二次的障害のくいとめるため

の支援をやっぱり丁寧に行うことが必要ですね。

支援の具体

・障害特性にバリアフリーなお膳立て

・手助け､エ夫､配慮

。いいところを伸ばすみんなの中で

・得意役立ち独自性

・仲間がいる

。みんなの中で障害仲間

・家族のサポート
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んだよ」というように言って話してあげたら、そ

のお子さんは「ああ、そうか。何にもしなくてい

いんだ」っていう具合にして納得したということ

でした。私だったらどのように対応したか。こ私

がこのようなことを直に聞いていたら、お母さん

のようには言わないですね。 「お前、やっぱりそ

ういうことを気にするんだな、そこがお前の問題

なんだよ。そんな小さいこと気にするな。もっと

大きくなって」とか何とかと言って、すぐ特性の

改善・克服の方向に行きがちになります。このよ

うに言ったら、次にその子はもう相談しに来なく

なります。それでもうおしまいです。

やっぱり、その障害に合った形でどう対応した

らいいのか。普通はこうすればいいんだけれど

も、 この子の場合は、こういう困り感に対しては

こうすればいいのかな、 といったようなことで困

り感に配慮していくことが大事です。障害という

のは何か物事をする上で邪魔になってうまくでき

なくなる。負荷にならないようにちょっと手助け

をして、障害を余り意識しないで、障害のままで

もちょっとうまくできるように、少しお膳立てを

してあげるということによって、少しずつ障害特

性が改善していく方向になっています。これは本

人に対する直接の指導だけれども、注意してくだ

さいよ◎だからといってそんなに急に進歩するも

のではありません、 1回や2回や3回では。大事

なことは、 さっき言った、お母さんと女のお子さ

んのように、 自分が困ればちょっと相談にのる人

がいる。そういう関係ができるということなので

す。

もう一つは、一つでも二つでも、今までどうし

てもできなかった、 自分の単なる努力ではできな

かった、でも、先生に言われた工夫と手助けで

ちょっとできたという経験です。大事なことは、

｢おれはだめだ」という気持ちにならないように

することです。期待どおりにはいかないかもしれ

ないけれども、でも、手助けをしてもらえれば

ちょっとはできるぞ、手助けをしてもらえればと

いう条件つきではあるけれどもちょっとはできる

ぞ、 といった気持ちです。このような気持ちがあ

れば、全然違ってきます。 「だめだ」という気持

ちにはならない。では、手助けがなくても自分で

どうしたらいいか、 自分で少しやってみようか、

という気持ち、つまりやる気が少し出てきます。

もう一つ、一番大事なことは、それでもなかな

かうまくいかないときに、つべこべ言わずに手助

けを誰かに求める方法を身につけるということで

す、 「ねえ、先生、 これわかんない｣。一番大事な

ことは、 「これわかんない」の「これ」が言える

ことです。言ってくれば先生はちゃんと何とか

やってくれるのです。だけども、それなりに一生

懸命表現しようとして、少しずつはそういう関係

が子どものほうから育っていく。彼らはなかなか

コミュニケーションがうまくいかないのです。も

ともとそういう力が弱いことは確かなことです

が、やはり自分なりに訴えたつもりでも、その訴

えがすぐには人に通じないものだから、 「訴えて

もどうせだめだ」となってしまう。訴えようと努

力すれば必ず報いがあるという経験が少ないの

で、少ない力がますます萎えてしまうという関係

になります。このことが一番大事ですね。

そして、いいところをみんなの中で伸ばすとい

うことです。これはみんなそう思うことですが、

正直に言うと、一生懸命探すんだけれどもいいと

ころがなかなかないんですよね。これは探しても

だめ。いいところはこちらからつくらないとc

障害特性は盾の両面である

これは三つの障害の特性です。その特性はうま

く生かせる反面、融通がきかないこともあります

ね。融通がきかないということは、これはいい面

としては捉えることがむずかしいのです。愚直に

一直線です。人の気持がわからない。これがある

からどうしてもみんなに迷惑をかけるし、人が傷

つくことを平気で言う。けれども、これは大事な
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ことなのです。人の気持がわからないということ

は大事なことなのです。人の気持がわかると､｢こ

う言えば、あいつはこう思うだろう」、 この計算

ができるのです。計算ができるから、 「あいつに

こう思わせるためには、 こういううそを言えば、

あいつはおれのいいようになる」といった策を弄

して人を艇めるというようなことが出てくるので

す。だから、人の気持がわからなくて迷惑をかけ

るという特性は、人をだますことをしないという

ことなんです。

自閉症の方につき合った方もかなり居ると思い

ます。自閉症と一緒にいると、どこかほっとする

ところがあるのだよね。世話は焼くのだけれどね。

しょうがないけど、 「こいつ、たまには休んでく

れないかな」って本当に思うときがありますけれ

ども、実際に休んでいなくなるとぽか－つと大き

な穴があいて、いたときにちょっとほっとしてい

た何ともいえない気持ちがないなということがよ

くわかるのです｡いろいろ世話は焼かせますけど、

わざと焼かせているのではないのです。自閉症だ

から、なんの悪気もないのです。腹に何にもない

五月の空の吹き流しみたいなもので、私は癒しの

神様じゃないかと言いたいくらいです。つまり、

｢こいつ、 もしかしたらだますかもしれないから、

だまされないようにちょっと多く裏を考えて」と

いうようなエネルギーを使わないで、泣いてりや

泣いてるだけのことよ、パニックならパニックだ

けのことよ、パニックを起こした次におれをやっ

つけようなんて思っているわけじゃないというこ

とがよくわかりますからね。そういう意味では楽

ですよ。自閉症の人には、こういうところがある

んです。

こだわる、こだわるということを辞書で引きま

すと、悪い意味でのこだわりもありますが、人が

どう言おうと自分はこれが大事だと、 とことんこ

だわるというよい意味でもあります。いわば材料

にこだわる、食品にこだわるなどありますね。

こういう入いっぱいいるのです。余り大きな声

じゃ言えませんが、小泉さんってこうじゃない？

私はそうだと思っているの。アスペルガーでうま

く育った典型の人。とにかく郵政民営化一本槍で

すね。何が何でも貫く。あの人は人の話を聞かな

いです。聞いていたら絶対貫き通せない。それで

悪口言わないですね。何かあっても、 「それは、

お前、 こうだよ」みたいに自分の話だけをぱっと

言って、人が言ったことに対してすぐ反応しない

で自分の話だけを言う。それでとことんこだわり

もあるし、やっぱり、こういう人でなければでき

ないことはいっぱいあります。あの人がやったこ

とがすべていいというわけではありません。もち

ろん恨みもあります。でも、あれはやっぱりあの

人でなければできなかったということがいっぱい

あります。

次に、学習障害には読字障害や書字障害があり

ます。 トム・クルーズは読字障害だそうです。直

に見たわけじゃないので、台本を読むのに……ど

のくらいの読字障害かはわかりませんが、結構苦

労していたでしょうね。多分、話を聞くと、台本

が読めなくてもちゃんと覚えられるように、周り

がいろいろちゃんと口頭で教えたりなんかして、

いわゆる助けてもらえれば、あとは立派な俳優と

してもやっていくことができます。学習障害の人

はいっぱいいますね。立派な人の中にもいっぱい

そういう人がいます。

これは、読字障害の男の子の話です。精神科の

女医さんのところに診察に行ったのですね。中学

生のときからようやくわかってきたのですね。中

学生にしては結構ハンサム。何とか王子じゃない

けれども、ああいう系統だね。歯が白くて。女医

さんが何て言ったか、全部診察して、やっぱり読

字障害と診断c本人に向かって何を言ったかとい

うと、 「ねえ、あんた、ハンサムね。あんた、字

なんか書けなくていいから、その顔で勝負しなさ

い」と言ったのです。とんでもない言い方だけ

ど、私はこれが支援の要諦だと思っています。い

や、別に書けなくたっていいとは思っていないわ

けで、書けるように努力することは必要です。本

人もそれはそう思っています。だけど､書けない、

書けないということばかりではなくて、おれには

この顔があると。この人はそれを認めてくれてい

るということによって自分の中に力というものが

わいてきますね。そうすれば、字を書く方向に向

かってもそれなりに少し意欲が出てきて字が書け

るようになります。
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多動性については、活動力がありますね。決断

が速いですね。衝動的というのは切りかえが速い

ということです。それから気が散りやすい。これ

は興味が旺盛ということです。本当に、普通の人

の中にも、多動性、ADHDじゃないかという人

が結構いますので、要は、こういうふうに縦の両

面があるので、全部その場の都合でこうだという

ように決めて来る。でも、その裏でもう少しその

奥から考えていけば、 ここのところについては、

今はちょっと都合が悪いけれども、反面はこうい

うようになるということの可能性を見つめながら

やっていくといいところも出ます。

雨が降っても風が吹いても必ず学校に来ます。

38度ぐらい熱があっても学校に来ます。これはこ

だわりですよね。学校が好きだからでは必ずしも

ないので、学校へ行くと決めたから、一度決めた

らそのとおりにとことんやりますから。そういう

ところをいろいろ見て、何か一つのお仕事でも、

これをやったら次はこういうようにするというよ

うにやっていく。みんなと比べて、いいからとい

うようにいつも言わなくていいのです。みんなの

役に立つようなことをきちんとやるというところ

がいいところだよというようにするのです。伸ば

すだけじゃなくて、伸ばすことによってみんなの

仲間の一人として自分の居場所を確立することが

できるということです。

です。仲間との関係の中で受容できるような状態

になっていくということが大事なのです。これは

別な機会にまたやりましょうね。

付け加えたいこと

発達陣害だといってあまり騒ぎ立てないでほしい

土台は普通の人間の一人であることを忘れないでほしい

障害特性について勉強してほしい

だが､それを撮りかざしてレッテル貼りをしない

じっくりと付き合う中で理解を深める下敷きに

発達障害だといって余り騒ぎ立てますと、何か

発達障害はすごい障害があるんだよ、そういう子

供が6.4％もいるんだよ、 さあ大変だ。特別支援

だから特別何か新しいことをしなければいけな

い、やっぱり今までのとおりじゃいけないという

ことは確かなのだけれども、 といって新しいので

はなくて、今までどおりの延長に、どういうふう

に新しいということを行っていくのか。まずいき

なり騒がないで、普通の人間の一人であるという

こと、 じっくりつき合っていって、発達障害だと

いうふうに見るのではなくて、 レッテルを張るの

ではなくて、付き合う中で発達障害がある人にど

うしようもないところがあるかもしれない、だと

したらどうなのだろうというように理解を深めて

いただければいいのです。最後はやはり、そうい

う本当の理解によって関係ができることによって

子どもも伸びることができるです。

本人､家族､地域の究極の課題

障害の受容

・障害を知る
・周囲と自分を隔てているものに名前がある

・仲間が出来る
。①理解してくれる仲間②障害仲間

・手助けがあればやっていける

・自分でコントロール

・手助けを求める方法を身につける

・障害自体､違っていることが､悪いのではない
知的障害のある自閉症児･者

。分かり易い環境

・安定した生活の流れ

・主体的なコミュニケーション

・彼らの世界を尊重する

・生き方の形でなく質

・人とのつながり
最後は障害の受容の支援についてです。時間が

ありませんが、この障害の受容というのは本人も

そうだし家族もそうだし地域も、全部含めてなの

ですけれども。ちょっと時間が……。このことに

ついては、ただ受容しようと努力してもだめなの

－22－



もう一つ、今まで自閉症なら自閉症で、養護学

校その他、支援のところで、一生懸命、どういう

環境にしたらいいか、わかりやすい環境にするた

めには視覚的行動化とか、つまり、彼らの受け取

り方に沿った形でわかりやすく、かかわり方も関

係も、安定した、つまりスケジュールを余り頻繁

に変えない、少しずつ変化を入れて、 しかも変化

を入れるときにはきちんと予告をして、変化に対

応できる力を育てるように、少し変化に弱い固い

心をほぐしながらやってきました。

コミュニケーションの障害は、主体的というの

は、つまり、コミュニケーションがやはり下手な

のです。どうやってもなかなかそれはうまくいか

ない。いかなくてもいいのです。ちょっとでもい

いから自分で一つ何か新しいことをちょっと言っ

て、それが受け入れられる。だから、 カードを使

うなど何を使ってもいいのです。 「ちょっとこれ

して」と。言葉ではないけれども、 カードに書い

たことによって自分が主体的にそのことを伝えて

いく。それをすれば、 自然と少しずつ伝えられま

す。伝えれば何とかしてもらえそうだということ

になると、 これは自閉の人になってみないとわか

りませんが、幾ら伝えてもだめだと思っていると

きと、伝えるのは難しいけれども、言葉は全然わ

からなくても手振りで何かをやればできるかなと

思うのとでは違います。

彼らの世界へのこだわりを含めて、独特の物の

見え方、感じ方、興味があって世界があります。

その世界は近寄り難いし、ちょっと見ても、何で

こんなのがおもしろいのかと感じる。やはり、そ

のままの彼らに対してある程度の尊重をし、ある

程度はみんなで普通に生活する上でここはこのよ

うに配慮して、区分けをしながら生き方の形をつ

くることです。今は自立だ、社会参加だというよ

うにして、かなりの自閉の人たちが就職ができる

ようになりましたが、就職だけが人生じゃないで

しょう。自分らしい生き方がどうできるか、お金

は年金だけであっても何とか親がいなくても生活、

生きていけるようにする、 これは国の責任です。

多分それは可能です。今は、 まだまだ自立支援法

がちょっと大問題であります。形にこだわらなく

ていい、給料幾らとっている、就職していると。

就職するなと言っているのではありませんよ。施

設の中で暮らすような形で、施設のやり方次第で

いい暮らし方、その人なりにいい暮らしができる

ような余地や工夫はいっぱいあると思います。そ

のような環境の中で、最後はやはり人とのつなが

りがすべて、家族の中でのつながり、仲間との間

のつながり、先生の支援やつながりといった関係

がうまくできてこそお互いの中でお互いが変わっ

ていけるのです。支援者も変わっていきます。支

援者のほうも、 「あ、そうか。お前はそういうこと

があったのか。それで悩んでいたのか。おれは気

がつかなかった」といったように支援者も変わっ

てきます。お互いに変わっていく。それにはやは

り、つながりがないと「おれ､これに困ってるんだ」

とはだれも言いません。このつながりを大事に育

てていくのが一番大事かと思っています。

済みません､時間いっぱい使ってしまいました。

質問の時間がとれませんでした。私はまだ大丈夫

ですけれども､一応これでおしまいにいたします。

どうもご清聴ありがとうございました。 （拍手）
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パネルディスカッション報告

西牧謙吾（国立特別支援教育総合研究所）

パネルディスカッションは、大会テーマである

｢ひとり一人の子どもを支える・ ・ ・教育・医療．

福祉の現場における連携」を受けて、 「発達障害

のある子どもを支える教育・医療・福祉の現場に

おける連携｣というサブテーマを掲げて行われた。

午前中の基調講演を受ける形で､医療の立場から、

横浜市中央児童相談所金井剛先生、教育の立場

から､徳島文理大学人間生活科学部島治伸先生、

福祉の立場から、滝乃川学園本多公恵先生、保

護者の立場から、 日本自閉症協会東京支部中村

文子先生の4人からお話しを聞いた。

金井剛先生は、発達障害の診断に潜む危うさを

DSMの診断基準の成り立ちから説明され、医療

の中で診断という行為は、本来戦略的なものであ

り、今の特別支援教育現場で行われている診断神

話に警鐘を鳴らされた。長い臨床経験から、発達

障害を理解する視点を理解しやすく説明された。

最後に、医療と教育が連携するためのポイントを

お話いただいた。普段あまり聞けない医者の本音

が語られていた。

島治伸先生は、前文部科学省特殊教育調査官で

もある。国の統計をもとに、特別支援教育の進捗

状況の説明から始まり、学校現場の実態について

厳しい指摘があった。同じ教員の経験から、特別

支援教育は人、 もの、金のシステム論ではなく、

教員の意識の問題が大きいと指摘された。

本多公恵先生は、 日本で最古の知的障害者施設

である滝乃川学園の福祉事業の紹介から始まっ

た。単に国のメニュー事業を行っているというだ

けでなく、長い歴史に培われた経営哲学に裏打ち

されたものであることが、言葉の端々に現れてい

た。地域の障害のある人を支援するには、ホーム

ヘルパー養成一つをとっても、押さえの勘所があ

り、それを外した支援は有り得ないことを強調さ

れた。これは、教育にも大いに通じる内容であっ

た。

中村文子先生は、保護者の目線で、 自閉症と知

的障害の関係を図を交えて説明され、図のどこに

位置するかで、支援の方法は全く異なることを強

調された。特別支援教育の動きの問題点を4点指

摘し、保護者の立場で是非欲しい対策について述

べられた。特に個別支援計画を活かすための支援

シートやサポートブックの活用は、教育関係者に

伝えたい内容である。

4人のパネリストの話が終わり、 フロアーを交

えたパネルディスカッションに入った。フロアー

から、ふたつ質問があった。一つは、支援者とし

ての心構えについて、 もう一つは、やはりある地

域の心のバリアについてであった。それぞれ、 4

人のパネリストから、その豊かな経験がにじみ出

る回答があった。

午前中の基調講演を受けて、全体としては長い

パネルディスカッションであったが、会場の参加

者からは、有意義な時間であったという感想をい

ただいた。

パネルディスカッションも、内容が詳細に分か

るように、話の内容をほぼ忠実に再現した。会員

各位の参考になれば幸いである。

(文責西牧謙吾）
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パネルディスカッション

剛氏（横浜市中央児童相談所）

治伸氏（徳島文理大学人間生活科学部）

公恵氏（滝乃川学園）

文子氏（日本自閉症協会東京支部）

謙吾（国立特別支援教育総合研究所）

金井

島

本多

中村

西牧コーディネーター

あいまいで広い概念であるということ。その2つ

のことをお断りした上で、発達障害のお話をさせ

ていただきたいと思っています。

最初に発達障害の診断について少し述べさせて

いただきます。今、野村先生のレジュメにもあり

ましたけれども、 まさに発達障害花盛りですけれ

ども、 じゃ、なぜそういうことになったかという

ときに、DSMというアメリカがつくった国際的

な診断基準の影響があると思っています。このD

SM-Ⅳですね、今はⅣ-TRになりましたけれど

も、その診断基準は、原因とか背景とかを一切無

視しているということです。どんな原因であろう

が、背景であろうが、表面に出てきたその症状で

あるとか、行動とかからその診断を判断するとい

う仕組みがあるわけです。だから、非常にごっ

ちゃまぜのものを診断してしまう危険性があると

いうことが一つあります。そういう意味で、発達

障害の診断が非常にあいまいなものになっていま

す。だから、いろんなものを含んでいる、すなわ

ち、それはあたかも症候群であるかのどとくなっ

たということが一つあります。それともう一つ

は、その障害の程度とか、あるいは年齢特性であ

るとか、その問題行動のタイプであるとか、そう

いったものも非常に幅広いものがありまして、特

に軽度発達障害なんていうものは、情緒障害との

鑑別みたいなことが非常にあいまいなものになっ

ていると思います。それと、診断というのは本来

時間の経過を見て考えるもののわけですが、それ

をたった今のその状態像で見るという問題もあっ

たりします。本来診断というのは、その目的があ

るわけでして、例えば医療現場である種の身体疾

患の診断をするときは、それによって薬を選ぶと

か、治療の方向性を決めるとか、手術をするかど

パネルディスカッションです。座長は、国立特

別支援教育総合研究所の西牧謙吾先生です。西牧

先生、 よろしくお願いいたします。

皆様こんにちは。この午後のパネルディスカッ

ションのコーディネーターを務めさせていただ

きます国立特別支援教育総合研究所の西牧です。

きょうは､午前中の野村先生の講演を受けまして、

発達障害のある子どもを支える医療､教育､福祉、

そして家庭、そういった現場からのご発言をいた

だきたいと思っております。

まずきょうのパネリストのご紹介をさせていた

だきます。まず一番初めに医療の立場から、横浜

市中央児童相談所の金井剛先生です。

次に､現在は徳島文理大学人間生活学部所属で、

前文部科学省特殊教育調査官の島治伸先生です。

そして3番目には、福祉の立場からご発言いた

だきます滝乃川学園の本多公恵先生です。

そして最後に、保護者の立場よりの提言という

ことで、現在日本自閉症協会東京支部の中村文子

先生です。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、早速パネルディスカッションに入り

たいと思います。まず一番初めは、医療の立場か

らということで、金井先生のほうからお話をいた

だきたいと思います。どうぞ先生よろしくお願い

いたします。

金井横浜市の中央児童相談所で常勤の医師をし

ております児童精神科医で、金井と申します。私

は、今まで働いていた病院が主に精神分析系の上

司のいた病院だったものですから、発達障害は基

本的には､個人的にあまり関心がない分野でした。

それともう一つは、発達障害という言葉が非常に

－25－



うかとか、本来そういった目的があるはずなんで

すけれども、この場合の診断というのが､そういっ

たことが無視されているような気がします。本来

診断というのは､非常に戦略的で繊細なものです。

だから、診断をする、あるいは診断を告げるとい

うときには、必ずその診断を告げることのメリッ

ト、それとデメリットみたいなことを考えてしな

くちゃいけないと思っています。

ところが、今私は、大学病院の小児精神科とい

う科から児童相談所という福祉の場に移って7年

目になるんですけれども、週lだけまだ大学病院

で外来はしているんですが、福祉の場の診断の乱

用というのは目を覆うばかりだと思っています。

あるいは教育の場も同じなんじゃないかと思いま

す。要するに、例えば福祉の場で嫌われるのは人

格障害という診断なんですけれども、 これも非常

にあいまいで定義のはっきりしない診断名なので

す｡あの人は人格障害だからというふうな言い方、

教育の場での、かつて学習障害、あるいはADH

D，それで、今度はアスペルガーとか、そういう

高機能自閉とか、発達障害ということがとにかく

簡単に口をついてきてしまう風潮ということを、

非常に危険なものとして感じています。なぜ危険

かというと、そのときにある種の排除の論理のに

おいを感じてしまいます。だから、そういう子だ

から特別だ、みたいな、そういったことでしょう

か。あるいは、ある種特別な環境を設定しなくて

はいけないとか、そういう排除の論理のにおいを

感じることに、ある種危険性を感じています。

それと、診断をするときに、やっぱり何が目的

かということを常に考えなくてはいけない。本来

子どもの理解、あるいは生きやすさのためにする

わけでして、だから、精神学的、心理的、社会的

ないろんなものをトータルにしてそれをするべき

です。あるいは、子どもが学校とか、家庭とか、

そういう集団の中にどう受け入れられていくかと

いうことを戦略的に練るために、診断というのは

あると。あるいは、場合によっては、その子を見

る周囲がここにいていいという納得をするため

に、診断を添えることもあったりします。ただ、

それは診断が、先ほど乱用のお話をしましたけれ

ども、本来そういった子どものために、あるいは

場合によっては親のためということのはずです

が、時々、その教師のため、あるいはそのかかわ

る人間のために診断が欲しいというニュアンスを

感じることも多々あったりします。

それともう一つは、その診断をして、最近の、

特に特別支援教育を推進する際に、診断をした

ら、即対応マニュアルが欲しいという傾向も少し

感じています。そういうことではなく、診断とい

うのは、あくまでもその個別性が本来大事なんだ

ということを感じています。マニュアル的に一般

化したり、あるいは構造化された指導法みたいな

ものというのは、例えばその子が落ちついたとこ

ろで見えるものとか、あるいはそういう工夫をし

ていく中で見えるものとか、それを本来探るべき

であって、ある種その子の個別性の理解や指導の

入り口に過ぎないんだということを頭に置かなく

ちゃいけない。だから、ある種言葉は非常に乱暴

なんですけれども、例えば教室の中でみんなが落

ちつきましたとか、あるいは字が書けるようにな

りましたでも、みんなが集団行動をとれるように

なりましたでも何でもいいんですけれども、それ

はまさに、言葉は本当に悪いですが、 「調教」に

しか過ぎないと思います。そこで、落ちついた後

に、その後の生活とか人生を視野に入れて、この

子には次に何が必要かとか、そういったことに目

を向けるべきであって、そこで終わりではないん

だということが大事なんだろうというふうに思っ

ています。

今僕は、医療の立場というふうに言われたんで

すが、福祉の立場でもあり、どっちにスタンスを

置いたらいいんだろうかというふうなことで、両

方ちょっと欲張って、早口でお話をさせていただ

きます。児童相談所を、子どもたちが、あるいは

親が、いろいろ訪れてきます。それは当然ある種

診断を求めたりとか、あるいは何か問題の解決方

法の助言を求めたりということで来るわけですけ

れども、児童相談所とか、あるいは病院というの

は、いろいろトラブったケースが来ることが多い

ものですから、ある種そのトラブルの解決のため

にとか、あるいは愚痴るために来ているのかなと

いう方が非常に多い。その中で、例えば親の言い

分や希望を十分聞いてくれないとか、子どもの特
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う、 これははっきりとさせなくちゃいけないこと

かもしれません。あるいは得意であるとか、苦手

であるとか、それは例えば、いつも僕は身長を比

嶮に使うんですけれども、小さい子が届かないと

ころを一生懸命ジャンプして届かないといって

も、早く大きくなれと言っても無理でしょうとい

うふうな、そんなことを比嶮として使ったりしま

す。いずれにせよ、そういう特徴を踏まえて、あ

る程度本人もできること、できないこと、あるい

は得意、不得意を伝えて、それで、そのために、

問題解決するために少し具体的な方法を少しずつ

明示していく、ここまでが診断の告知だというこ

とを知っておかなくちゃいけないんだというふう

に思っています。

ちょっと話を変えますが、児相で今子どもたち

を見ていますと、 とにかく児相は虐待の話ばっか

りです。虐待の子どもたちが、ある種の発達のバ

ランスの悪さとかを背景にいろんなところでトラ

ブルを起こすわけですけれども、そのことについ

て少し触れたいと思います。まず、先ほどの野村

先生のお話にもありましたけれども、ADHDで

親が大変だったから虐待というケースももちろん

ありますが、逆にネグレクトとか、あるいはかな

り乳幼児期の早期に虐待を受けた子なんかは、そ

れがもとで発達のバランスが悪くなっているよう

に思える子もいます。すなわち、いつも鶏が先か

卵が先かということを考えなくちゃいけない。そ

ういう子たちの問題行動の多さというのは、非常

に顕著である。最近はそういった子たちの脳の研

究みたいなことが進んできていて、それと関連づ

けられるようなことも出てきている。発達障害、

じゃあ何が多いかというと、虐待の子は軽度発達

障害が非常に多いという特徴があると思います。

発達のバランスが悪い。例えば言語性が低くて動

作性が高いとか、そういう言語性と動作性の違い

とか、その下位項目でいえばもっといろんなばら

つきがあったりします。その中で僕が強調したい

のは､ある種言語表現の拙劣さだと思っています。

こういう時代で、 コミュニケーションもなかなか

育たない。携帯とかが発達してしまって、 「週刊

新潮」かなんか、いつの間にか一人でテレビを見

る時代になったなんていう広告が電車の中にあり

性を理解しない、特性に合わせて扱ってくれない

とか、子どもを悪者にする、排除しようとする、

そんな訴えが実は多いです。こういうものを聞い

て、 この人たちは一体ここに何を求めて来ている

んだろうかというときに、野村先生のお話の中に

もありましたけれども、やっぱりある種居場所を

求めて来ているんだという印象を受けます。だか

ら、その子どもに、あるいはその親に面と向かっ

てくれる人を探しに来た、あるいは、ある種、そ

の子どもがかわいい子であるとか、あるいはおも

しろい子であるとか、そういった歓迎される形で

(扱って） もらえる場を探しに来ている。当然そ

れが児相じゃないときもあります、病院じゃない

こともあるわけですけれども、ただ、いずれにせ

よ、そうやって居場所を点々としているような親

子が、児相や病院にはたくさん来ているような気

がします。

児童相談所で例えば心理検査をします｡それで、

僕も面接をします。そういう中で、発達障害とい

う言葉は､そのまま使うことはあまりないんです。

そういう言葉を使う時には、どのように発達に問

題があるかを、ある程度明確に伝えていきます。

ただし、それは、あなたのお子さんはIQが幾つ

ですとか、あるいは自閉症という診断ですとか、

そういうことではなくて、例えば心理検査の結果

とかを踏まえた上で、その子の発達の特徴とか、

それと、ふだん、日ごろ起こる問題とか､そういっ

たものとの関連を伝えるという形で告知をするよ

うに努めています。すなわち、問題解決につなが

る形でなければ、その診断を告知する意味がない

ですから、いつもその子の特徴、すなわち、例え

ば先を見る力がないから、どうしてもついつい何

かいたずらをしてしまうとか､衝動性の強さとか、

あるいは抽象的な過去のことと今とを比べる力が

ないからとか、そういう特徴をできるだけお話し

するようにします。

これは後でもお話ししますが、野村先生のお話

でも、いいとこ探しということがあって、いいと

こづくりでしょうか、野村先生の言葉に従います

と。そういったこともプレゼントを添えるわけで

す。例えば能力の低さとか、遅れとかということ

は、できること、できないことがあるんだってい
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まして、あっ、なるほどな、 と思ったりしたんで

すけれども、そういう時代的な背景もあるかもし

れません。あるいはこれは年齢的と言ったほうが

いいかもしれません。そういう特徴も相まって、

子どもっていうのは、 とにかく言語表現が下手で

あると。特にその中で虐待を受けた子どもに顕著

なのは、情緒的言語表現が非常に下手だというふ

うに思っています。国立武蔵野学院、非行の子な

んかが入る児童自立支援施設ですけれども、あそ

この先生が、ある研究会で、情感を示す言葉の辞

書みたいな物がないかという話をしていました。

要するに、子どもたちが、 自分の情感を伝える言

葉が非常に貧弱であるということで、その言葉を

もっと覚えさせたいということらしいんですけれ

どもね。本当に虐待を受けた子たちっていうのは、

これが顕著のように思います。だからこそ行動し

やすい。例えばPTSDの脳の研究から､ブローカー

の言語野という発語に関係する分野の機能が、虐

待を長期間受けた子は落ちているなんていう研究

発表がありました。発語ですから、理解はしてい

るけれども、発語が難しい。すなわち、心の中で

わかっているんだけれども、なかなか言葉にでき

ないみたいな特徴があるんだなというふうなこと

が、ふだんの臨床と印象が一致したわけですけれ

ども、だからこそ行動化しやすいということなん

だろうと思います。そうすると、僕たちは、情緒

的言葉を猶得していくことをお手伝いしなくちゃ

いけない。子どもが育っていくときに、子どもの

気持ちを酌んで、痛かったのねとか、 さみしかっ

たのねとか、親が言うことでその言葉を覚えてい

くようなお手伝いを、我々はしていかなくちゃい

けない。あとは、落ちつきのなさ、ADHD，そ

んなのが発達障害としては多いような気がしてい

ます。その子たちは、非常に敏感で傷つきやすい

です。だからこそ、意図しない虐待を僕たちは再

現していることもあるんじゃないかと思えること

があります。すなわち､大きな声が聞こえるとき、

あるいはだれかがけんかしていると、 自分が虐待

された場面を想起しちゃうかもしれません。そう

いう敏感さを持っている子たちが、刺激が多い集

団の中で、不安にならないはずがないと、僕は

ちょっと感じたりすることがあります。それと、

人や、場所や、状況による違いが非常に大きい。

年齢のこともありますので、揺さぶられやすい。

それで、感情をコントロールすることも下手であ

るという特徴があったりします。

だけれども、理由のない行動というのは本当に

ないと、僕は思っています。先ほど野村先生の中

で、当たり前の人としてということがありました

けれども、僕は、分裂病になったこともありませ

ん、躁うつ病になったこともないけれども、そう

いう人たちを見ます。それは、そういう人たちの

話をたくさん聞いていると、そういう気持ちにな

れる。あるいは人間、 こういう場面だったら悲し

いだろう、こういう場面だったら怒るだろう、そ

ういうことはどんな子も多分変わらないだろうと

いうことが、僕の信念でもあったりします。だか

ら、必ずそういう問題行動とかには理由や背景が

あるんだということを、いつも考えなくちゃいけ

ない。聞いているのか、反省しているのかわから

ない、先ほど野村先生のお話でもありましたけれ

ども、その子たちも聞いているし、反省もしてい

るし、それでも反復してしまって自己イメージを

低下させる、そういう悪循環もあるんだというこ

と。だから､非常にわかりやすさが必要であると。

よい悪い、評価と説教とか、それもそうですし、

野村先生のお話の中でも、悩む力があるというお

話とか、具体的なお話がたくさん出ましたが、そ

ういうわかりやすさが必要であると思います。

それともう一つは、言葉を覚える、あるいは言

葉で表現する、それは時間がかかることを覚悟し

なくちゃいけない。だから、かかわりに対して、

とにかくすぐに結果が出るということを一切期待

してはいけない｡もちろん､全然期待していなかっ

たら仕事なんかできませんけれども｡だけど､やっ

ぱりこうした、結果が出ないことには非常に疲弊

しますから、即座の結果を期待しないという態度

も大事なんだろうと思っています。

今度は医者としてなんですけれども、医療がで

きることって何だろうと考えたときに、その診断

する場っていうのはもちろん先ほどからお話をし

てきました。それともう一つ、薬のお話をしてお

きたいんですが、僕は精神科医として薬を恐れな

いでいただきたいというふうに思っています。自
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分の子どもが小さいころ風邪を引くと、僕は少量

の安定剤を入れました。自分で処方してですね。

それはよく寝てくれるからなんですけれども、 自

分の子どもにもそんなことをしたから言うんです

けれども、精神科の治療薬というのは、本来根本

的な治療を一切してくれないと考えていいと思い

ます。すべてが対症療法であると言ったらいいか

もしれません。だから、いつもある意味で副作用

とてんびんにかけながら、その薬は使わなくちゃ

いけない。副作用でむしろ問題が大きくなること

すらあるわけですから｡薬を使う目的というのは、

あくまでも治療ということよりは問題点の軽減の

ためだということですね。さらに言えば問題点を

消失させるためでもないということ、そういうつ

もりで薬は使っていただきたい。すなわち、山に

登るときに、つえを使ったり、ロープを使ったり、

そのロープや杖の働きがその薬なんだという、そ

ういう考え方をしていただきたいというふうに

思っています。

あとは、コーディネーターとして、いろんな関

係機関の調整とかをする、あるいは保護者とか、

あるいは障害理解を促す、そんな一翼を担ってい

るとも思っています。それともう一つ、 自分で言

うのもなんですが、ある種の権威として使ってい

ただければいいと僕は思っています。すなわち、

例えば学校でなかなか受け入れられない子が、病

院にかかりましたということで、その学校が受け

入れてくれることもあったりします。あるいはこ

ういうことに気をつければ何とかやれるんじゃな

いでしょうかと医者が言いましたっていうこと

で、例えば一月ぐらいは何とかもつことがあるか

もしれない。そのような権威として、だから、あ

る種、病院にかかったことをどう利用するかとい

うふうに考えていただければいいだろうと思って

います。

僕は、今医療が不足していると思っています。

特に発達障害を診てくれる医療というのは非常に

少ないと思っています。医療の対象ではないとい

うことをよく言われます。だけど､そうじゃない。

先ほど言ったように薬だって、問題解決をすべて

してくれるわけではないです。軽減してくれさえ

すればいいと僕は思っていますから。だから、そ

ういうことではなくて、例えばこの子のいらいら

感を少し軽減できないでしょうか、夜眠れなくて

親が疲れちゃうから、少し眠れるようにしていた

だきたい、そうやって目的を絞れば、医療機関と

いうのはうんと使えるんだというふうに思ってい

ただきたい。だから、医療はマジックじゃないで

すから、問題がゼロになることを期待して医療に

行ってはいけないと､そんなふうに思っています。

子どもの理解を深めるために心理テストもすれば

いい、そこで医学的な意見も聞けばいい、そうい

うことだし、あとは現実的具体的な視点が、医者

は実は欠けていることが多いです。要するに、抽

象的なことを言って、その場で何をすべきかとい

う指示が非常に弱い部分がある。だから、こうい

う場合はどうしたらいいでしょう、こういう場合

にはどうしたらいいでしょうという具体的な場面

を想定して医者を利用すべきだというふうに僕は

思っています。それと、医者に現場をとにかく見

てもらうということが大事だと思っています。そ

れはカンファレンスに誘っても、あるいは見学に

来てもらっていい、あるいは講師として招いて、

そのときに見てもらえばいい、そうやって医者を

とにかく現場に引きずり込むということを工夫し

ていただきたいというふうに思っています。

教育には、個別性を重視していただきたいとい

うことと、医療との連携をだからぜひ利用すると

いう形で視野に入れていただきたい。それと、僕

は教育って閉鎖的だと思います。ほかの機関とと

にかく連携する。児相のいいところは、いろんな

職種の人間がいるということでして、重層的にか

かわれるということがあると僕は思っていまし

て、それをとにかく利用する。そのときに、主た

る治療者はだれでもいいと僕は思っています。変

な言い方ですけれども、宗教に行ったら症状がう

んと改善しましたでもいいと僕は思っていまし

て、 とにかく利用できるものは利用すべきだと、

教育も考えるべきだというふうに思っています。

それと、いろんな決定のときに、子どもの意思の

確認を忘れないでいただきたい、あるいは親の意

思もそうなんですけれども、 しかも、子どもの場

合は複数回それをきちんとしていただきたい。子

どもは状況とかに非常に揺さぶられやすいですか
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ら、その時々で言うことが違ったりします。だか

らこそ､複数回それをしていただきたい。それと、

親が、一番子どもとかかわっている時間が長く

て、一番情報を持っていますから、もっともっと、

親を助言者としても利用すべきだというふうに感

じています。それと、連携をいろんなところとす

るときに、 とにかく教育や福祉は集団を見ること

になれていて、医療や療育というのは個人を見る

ことになれていて、これが合体しなければ、本当

に子どもたちを見ていけない時代になっていると

思っています。とにかく子どものため、お互いに

連携する人たちが名前と顔を覚えてもらうという

ことですね。たくさん話せばいいし、名刺を配れ

ばいいし､そういうことが必要であると思います。

電話をしたときに、あの人ですねっていうことが

必要です。それと、共通語を持つ必要があると僕

は思っています。これは、その診断名とか、専門

用語では決してありません。共通の言葉っていう

のは、とにかく具体的な状態、言葉、あるいは姿、

それが共通語だということなんだろうと思ってい

ます。変な言い方ですけれども、素人であればあ

るほど専門用語を使いたがるということがあるよ

うな気が僕はします。そんな必要は全然ないとい

うことですね。それで、連携するときに、その子

どものことが嫌になる前に連携を模索することが

大事だと僕は思っています。やっぱり子どもを見

るための余裕を持つためには、その子とつき合っ

ていて楽しかったり、その子をかわいいと思った

り、おもしろいと思ったり、そのためにも、その

子が嫌になる前にとにかく連携を模索すべきだと

いうふうに思います。

すみません、早口で。以上です。

です。そういうふうな小さな徳島県と、40万人弱

の徳島市で、特別支援教育で、特に今、小・中学

校に関わっています。今日は、連携をキーワード

に、地域で問題になっていることについてお話を

していきます。
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これはモデル事業が始まってから校内委員会が

どのぐらいできているかというのを、毎年9月1

日現在の時点で、 15年から18年まで文部科学省調

査からみてみますと、こうなんですね。校内委員

会とかっていうのは、大体95点で、ほとんどの学

校に形はできています。実際私が行っているとこ

ろ、県外でも何カ所かに呼ばれたりしていくんで

すけれど、そういうところでも校内委員会という

のはほぼできている。コーディネーターの配置と

いうのも、大体のところできている。実態把握と

いうのも大体してきている。それから、体制の整

備ということで、 自治体が巡回相談をしています

よとか、それを活用しています、あるいは専門の

チーム、これは専門家がだれなんだというような

ことがあって、専門家と言われる人が非常に少な

いというところもあったりするので伸びがちよっ

西牧金井先生､どうもありがとうございました。

児童精神科医として、また、今児童相談所で働い

ていらっしゃる立場として、かなり本音の部分を

いろいろ聞けたかなと思っております。

それでは次に､教育の立場からというところで、

島先生、 よろしくお願いいたします。

島抄録に基づいて話を進めます。徳島県は人口

が約80万人で、東京の世田谷区ぐらいの人口規模
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援教育に関する意識の変化の影響が及んでいない

部分があったり、 ましてや、通常の小・中学校、

特に田舎のほうに行ったりすると、ちょっと言葉

は悪いんですけれど、今までのとおりにやってき

ているところ、モデル事業が15年から始まってい

るんだけれども、前年通りにやってきているとこ

ろがあって、特殊教育から特別支援教育に名前が

変わっただけだというような意識のところがまだ

まだ多いという印象があります。そうすると、連

携をしながら進めるという基本的概念に、今のま

まではつながっていっていないんじゃないかなと

いう気がします。

それから、おもしろい現象ですが、どこが主導

するか、押しつけ合いというのを幾つか聞いてい

ます。これは、 自治体で、実際に発達障害のお子

さんたちに関してどこが主導するかといったとき

に、発達障害者支援法はあるんだけれども、福祉

では具体的な支援内容がないが、学校のほうは、

特別支援教育ということで形はなされている。そ

うすると、福祉側が学校の問題だろうというふう

なことにしているところがある。逆に、理念法な

んだけれども、発達障害者支援法というのができ

たんだから、正規に自治体でやろうぜとやってい

ても、教育委員会側がうまく乗らなくて、都道府

県、あるいは市町村で連携をして進めるという以

前に、どこが主導するのかというところでつまず

いているところも、幾つかありました。これは徳

島県だけじゃなくて、幾つかの自治体で、実際あ

るメーリングリストを通じて、先生方、あるいは

行政の人も含めてなんですけれども、そういうよ

うな意見を出ていたのを見ております。

と遅いんですけれども、それらに比べると、支援

計画って非常にまだまだできていない。

これらは、小学校、中学校のデータです。指導

計画もそんなに伸びていない。特に支援計画がで

きないというのは、結局個別の教育支援計画は、

連携をすることを前提にしていますので、連携が

出来ていないことを意味します。特別支援学校な

んかは、 17年に全部の学校で作ることになってい

たので、それまでに準備をしながら、特に進路や

就学にかかわる担当が中心になって関係機関とつ

なぎながら作っていった経過がありますが、小学

校､中学校の場合はそういうことがあまりなくて、

今年度途中で聞いたら、その特別支援学校がお手

伝いをしながらやっているところというのは幾つ

かあるみたいなんですけれども、その連携という

のがうまくできないということもあって、 この支

援計画があまり進んでいないという現状があると

思います。

経験から感じること

「特別支援教育」という名前に変わっただけと言う意臓
一特殊は特殊でという発想から脱却できず

縦割り行政による縄謡り窓倣

一どこが主導するか、押し付け合い

他領域の粟務に対する愈醐の低さ
一教貝が福祉・医癩制度を知らない(逆も）

その他

一専門家がいない？、専門家に任せたい． ｡？
→粟務の効率化や人員配画の問題など

島

それで、私が経験的にずっと回っていて思うこ

とをつらつらと書いていったんですけれど、 トー

タルで支援をしていくという形での特別支援教育

という概念がまだ十分に理解されていないという

ところが実際にあります。私は研究会とか、意識

の高いところに結構参加することが多いんです

が、そうじゃないところに顔出しすると、 まだま

だ特殊教育の発想で進めている現場が多いです。

先ほどちょっとお昼に西牧先生とも話していたん

ですけれど、私たちが例えば学校保健とか、地域

保健とかとのつなぎをしていきましょうよという

話を前からしていて、実際学校保健のほうで動い

ている人たちと話していっても、そんなに特別支

連携に向けて

システムや方法論の相互理解

障害があるという視点からの脱却

一匹
日常的な連携関係の必要性

＝やっぱり「意識変革」が一番重要
浸
云
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それと、これは特に学校の先生方と話していて

よく感じるのは、連携をしなきゃいけないという

ふうな意識をある程度持っている人でも、例えば

福祉の制度が今どうなってきているのか、医療の

制度がどういうふうになってきているかなんてい

うことはほとんど知らない。学校が、先ほどの特

別支援教育の意識になってきていないということ

もそうなんですけれど、ほかのところが変わって

きている、あるいは今どうなってきているという

こともよくわかっていなかったりします。福祉関

係の方とおつき合いさせてもらっていますが、そ

の人なんかも、逆に教育が今変わってきているこ

とをよくわかっていないということもあったり、

制度的な中身についても知らないし、例えばどう

いう職種の人が何をしているかというようなこと

がわかっていなくて、そのつなぎというのをどう

していくかということも当然出てこない。あと、

学校の中の連携ができていないところというのは

結構あるんですね。校内委員会が体制としてはあ

るんだけれども、その実、その中での連携がちゃ

んとできてないから、これはあの人の係だという

ようなのもあります。

それと、先ほどちょっと言いましたけれど、専

門家がいない。校内研修なんかでだれかが呼ばれ

て話をする。そうすると、 コーディネーターが専

門家で、そのコーディネーターにお任せをすると

か、あるいは今後他の職種が学校に入ってくるか

もしれないなんていうふうなニュースが流れたり

すると、 自分のことじゃなくて、そういう専門の

人が来るから、そっちへ任せるというふうな発想

というのも出てきているというのがあります。

それと、余分なことがふえてきているという考

え方が学校には随分あって、業務の効率化をして

いかなきゃいけないと言いながらちゃんとできて

いない、あるいは人員の配置の問題というのは、

これは幾つかのパターンがあって、人をつけてく

れなきゃできないということで言っているとこ

ろ、それから、人をつけたら、全部そこに任せて

しまっている。結局、端的に言うと、いわば意識

の問題というのはすごく大きいかなというような

ことを思っています。

先ほどの問題点、相手のことがわからないとい

うようなことがあるので、相互理解ということが

大事だなということと、障害があるという見方

じゃなくて、そこにいる子どもに対して共通の視

点でかかわっていこうという視点、つまり障害が

あるという視点から抜け出していかなきゃだめな

んじゃないかと、私はずっと感じています。その

ときだけの関係というのではなくて、 日常的な機

関とか、 日常的な関係者の連携というものが必要

なんじゃないかなということも感じている次第で

す。

これで終わりですね。ついでにこれは私の職場

の背景が出ています。もし阿波踊りをしながら心

理学の勉強をしたいという人がおりましたら、紹

介してください。以上です。 （拍手）

西牧島先生、どうもありがとうございました。

特別支援教育元年と言われ、養護学校が特別支援

学校に変わりましたが、そちらのほうは3年、 4

年経過をして、やっぱりもう一度特別支援教育の

目指すところの原点に戻って、意識改革の必要性

についての話だったと思います。

それでは次に、福祉の立場からということで、

本多先生、 よろしくお願いいたします。こちらで

いいですか。スライドがありませんので、ちょっ

と明るくしてください、顔がよく見えるように。

本多滝乃川学園の本多と申します。よろしくお

願いいたします。座ってお話をさせていただきま

す。

きょうは、医療、教育、福祉の立場から、地域

における連携ということでお話しをします。滝乃

川学園は、国立市というところにあります。ご存

じの方も多いと思いますが、ご存じの方、手を挙

げてください。あっ、 よかったです。半分ぐらい

でしたね、ちょっと思ったより少なかったです。

滝乃川学園は、知的に障害がある方の支援をさせ

ていただいている、 日本で一番古い施設です。社

会福祉の勉強をされると、学校で必ず習うところ

です。もともとは児童の方の知的障害、昔でした

ので､精薄児教育というふうに言われた時代から、

創設者の石井亮一先生が、アメリカで学ばれた教

育学に基づいて精薄児教育を施したところです。
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現在は、児童部と成人部という入所部門に加えま

して、地域で暮らされている障害をお持ちの、特

に知的の方ですけれども、そういった方の支援を

させていただいている地域生活支援センターとい

う部署の、 3部署に分かれております。昨今、少

子化の影響ですとか、児童施設で抱える加齢児の

問題がありまして、児童施設自体が減っているん

ですけれども、滝乃川も、児童部の定員を半分以

下に大幅に減らし、成人部の定員を増枠して、今

成人部の定員が108、児童の定員が30、それから、

地域の方が通われてくる通所部が15となっていま

す｡そして､地域で居宅介護事業というようなホー

ムヘルパーの派遣事業、それから、 もともと国の

事業でした地域療育等相談支援事業で、現在東京

都版では、知的障害児等相談支援事業をしていま

す。これは、都内では2カ所その指定を受けてい

るうちの1カ所です。私が相談事業のコーディ

ネーターをさせていただいています。そのように

さまざまなサービスを提供している民間の事業所

です。

東京都と言いながらも、なかなか地理的にはい

いところにありまして、敷地面積が広く、真ん中

に川が流れています。その川には、 6月ぐらいに

ホタルが飛び交っていますし、今カブトムシがた

くさん出ています。と言っても、奥多摩のそんな

に山奥というわけでもなく、そこそこ都会なので

すけれども、そういう恵まれた自然の中に施設が

あります｡門柱はありますが、門はないので、人

が常に勝手に出入りできて、散歩道にもなってい

ます。川伝いにずっと歩いて通り抜けられるよう

になっているので、地域の方が散歩に見えられた

り、今ですと、私たち夜中、夜勤のときなど、 10

時、 12時と2回見回りをすることになっているん

ですけれど、 12時くらいの見回りに行くと、たも

網を持った親子ががさがさと学園の中で、 カブト

ムシをとっていらっしゃる。カブトムシは夜出て

くるんですね。朝飛んでいっちゃうので、出てき

たところで木の幹につかまっているのをとるのが

一番とりやすいらしく、私たちは見回りをしてい

るんですけれど、入っちゃいけないということで

もないので、何のために見回っているのかよくわ

からないなと思いながら、 きょうも三、四人の知

らない人がいらっしゃいました。

もちろん、シヨートステイのようなサービスも

していますけれども、在宅支援は、 2000年から取

り組みを始めています。最初は地域にお住まいの

方の保護者の方からたくさんのご要望をお寄せい

ただいて、通級指導学級の送迎のサービスも始め

ました。在籍校から通級学級に通っていくアクセ

スのところを、今までは親御さんが送迎されてい

る方が圧倒的に多いと思いますが、市に半分お金

を出していただくように働きかけ、滝乃川がその

事業を全部お受けして、利用者さんから予約をい

ただいて在籍校から通級に送る、 また、通級から

在籍校にお戻しすることをしていました。それが

年数を経て､ご自宅からというのもOKになって、

朝ご自宅にお迎えに行って通級に送るというよう

なことで、そこの市内全域のサポート事業をやっ

てまいりました。

ところが、昨年から、これ、いろんな法律が絡

んできていて、道路運送法の改定が行われた関係

で、緑ナンバーを取っていない事業所がお金を

取ってそういうことをしちゃいけないというふう

になりました。市の事業としてやっているという

ことで､いろいろ交渉をしたんですけれども､やっ

ぱりいけないということになりました。私たちも

緑ナンバーを取ってやるほど運送業に力を入れて

いるわけではなく、やっぱり十分にお受けできる

体制がとれなくて、今はそこのサポート事業をタ

クシー会社がやることになり、 とても残念な思い

です。もちろん、 タクシー会社の人がやってくだ

さってもOKなんですけれども、やっぱりそこに

障害の理解があるかないかということが、安全性

の問題とか、本人への配慮に関係して心配です。

基本的には先生に引き渡し、先生からお受けする

というのを確実にやることが大切でして、玄関ま

で送っても教室にたどり着けるとは限らないお子

さんもいらっしゃるので、そういうところを大切

にして、口頭でちゃんと利用者さんの状態をお伝

えしていくということも大事にしたいなと思って

いたんですけれども、今の法律の絡みで、それを

継続することができなくなってしまったというこ

とで去年、この事業が打ち切られました。

あと、 ショートステイは、大体国立市を中心に
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1時間圏内で行けるところの学校に送迎をさせて

いただいています。学校の平日のときにシヨート

ステイをお受けすると、ショートステイの場所で

お過ごしになるところが多くて、学校に通えない

んです。でも、やっぱり家庭からシヨートステイ

の場所に移るということだけでも、変化に対応し

づらいお子さんは厳しい状況にあるので、できる

だけ環境を変えたくないのと、それから、彼らの

就学を保障したいという思いがありまして、そう

はいっても都内全域からいらっしゃるものですか

ら、滝乃川から葛飾区とかへは送っていけないの

で、半径1時間ぐらいで行けるところの範囲を決

めさせていただいて送迎をさせていただいていま

して、就学保障をしています。

それから、ショートステイは大赤字なんですけ

れど、施設の中に、ショートステイは大体15人と

か20人の寮の中にお部屋を1つ確保して､そして、

そこにお泊まりいただくというふうになっている

施設が多いかと思います｡そういうふうにすると、

突然家庭という小さな集団の中から大きな集団に

ぽっと入れられてしまいますし、それから、受け

る側としたら、毎日毎日違う人がそこに泊まりに

来ていて、中の状態も大変落ち着かなくなるとい

うことがありますので、 ショートステイだけの建

物を別に建てております。 5部屋個室で、ショー

トステイの建物にショートの方だけが生活をされ

るようになっています。そこに職員が24時間体制

で配置されるので、施設としては130%の利用率

でも赤字というふうになります。要するに、 もと

もとの単価は、入所施設の中に1部屋ベッドをあ

けておいて、そこに入れているので、そのために

職員をふやすわけでもないし、食事をつくる人が

ちょっと1人分多くつくるぐらいのことでお受け

できるような単価設定になっているので、そのた

めに建物を別に建てて、そして、その建物を維持

しながら、そこに職員を24時間配置するというふ

うにした時点で、 もはや事業としては壊滅的な状

態なわけです。ショートをお使いになる利用者さ

んの立場にできるだけ立って、そして、集団とい

うことの環境だけで、 もう精神的にいろんなプ

レッシャーを抱えてしまう方も多いし、ハードが

ソフトを助ける部分もたくさんあると思うので、

そういう意味ではショートステイの試みも、単独

型というような形でやらせていただいています。

あと、在宅支援のほうは、私が相談支援を2003

年からやらせていただいている中で、相談はされ

ても、現実的にその解決のためにどうしたらいい

かというと、やはりそれを支える社会資源が必要

なのです。必ずしも施設入所が最終的にはいいで

すよということではないと思うので、家庭のどこ

をサポートしたら地域生活が続けられるかという

視点に立って、ショートステイや在宅支援等の居

宅介護事業を、支援費の導入とともに始めていま

す。ただ、 これも、支援費が始まったときは単価

が比較的高かったので、事業としてはやって行け

たのですけれども、こんなに下がるかと思うほど

毎年毎年下がり続け､半額以下になっているので、

事業としてはものすごく厳しい状況になっていま

して、 よその事業所では、知的サービスからは撤

退する事業所もかなり出てきています。というの

は、例えば1時間外出の支援をさせていただく

と､大体国立市ですと1,500円いただけます。でも、

それは支援に入って、こんにちはしてからさよう

ならするまでで、そこに行くまでとか、帰りと

か、A宅からB宅に移動する間とかは、 もちろん

お金は支払われないわけです。ホームヘルパーさ

んと同じつくりですね。そうすると、スタッフの

ほうは、その間もフリーな時間ではなく、移動に

要している時間なので、十分にその時間は拘束さ

れている時間なんですけれども、収入としていた

だけるのは、その1時間だけなのです。今までは

ヘルパーさんたちに1,400円支払ってきたんです

けれど、そうすると、 1時間やってもうちの上が

りが100円で、請求書1通だすと80円かかるので、

ものすごくこれがまた赤字だらけの事業になりま

す。滝乃川が入所で多少貯めてきたものを食いつ

ぶしている事業なんですけれども、地域支援事業

はショートを含め、何をやっても赤字だと言われ

ても、滝乃川としての役割があると言って、理事

会では今は何とか通っています。なかなかこれが

何年もつかというところでは、本当に厳しい状況

で、滝乃川だけの問題ではなく、ここは都とか国

にぜひ単価の設定とか、人の保障も含めてやって

いただきたいなと切に思っているところです。
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やっぱり在宅の生活を支えようと思ったら、本当

に点と点とか、 日中活動だけが充実していればと

いうことではなく、やっぱり日中活動の充実、そ

れから、家庭の充実とともに、彼らの余暇支援で

すとか、それから移動を支えるというところも、

ものすごく大事な視点になってくるかと思いま

す。そこをやっぱりフォローできるのが居宅介護

サービスだと感じているので、高齢者でも、ホー

ムヘルプとショートステイとデイサービスは3本

柱だというふうに言っているわけで、障害者に対

しても全く同じような、 日中活動が学校である場

合もあり、それから職場になる方もあり、作業所

になる方もあると思いますけれども、それでも、

そこの後のアフターフォローのところについて

は、居宅介護サービスの充実なくしては豊かな生

活は絶対に送れないと思っています。

先ほども中村さんとお話をさせていただいたと

きに、男の子と女の子のお子さんがいらっしゃる

とおっしゃっていましたけれども、男の子は中学

校、高校ぐらいになると、お母さんが連れて歩く

といっても限界があります。私も身体介護がない

方の移動支援に関して、スタッフが足りないもの

ですから、男の方についていくことがあるんです

けれど、 トイレは自立されているので、 トイレ介

助はないんですが、そこでいつまでも水を流して

遊んでいて、なかなか出てこない場合、失敗した

んじゃないかとか、男子トイレの前でうろうろう

ろうろしてなきゃいけない自分があって、これは

普通に考えたら変なおばさんがトイレの前で行っ

たり来たりしているなっていうふうに思われてい

るんだろうなというふうに思いながら支援をして

いるんですけれど、本当に年齢に合った支援、そ

れから、年齢に合ったその時々の支援者というの

が必要になってきます。

ホームヘルパーの養成所を見ると、 60を過ぎて

定年退職をされて、第二の人生を奉仕みたいなこ

とで何か有意義に過ごしたいと、ホームヘルパー

を取られる方が多いんですね。でも、そういう方

がヘルパーを取ったからといって、 10代後半ぐら

いの、ダッシュで危険回避をしないで走っていっ

てしまわれるような方にサポートにつく場合、瞬

発的には頑張れても、長距離になるとなかなか厳

しい◎若けりやいいというわけでもないんです

が、支援技術が高いか低いかよりも、 100mを何

秒で走れるかみたいなところに勝負をかけるとい

うのが必要な場面も多々あるんです。笑ってい

らっしゃる方は、多分同感だなと思っていただけ

ているんじゃないかと思います。そういうことを

考えたときに、本当に地域で支えるというのは、

もちろん、学校や作業所さんも必要なんですけれ

ど、その間の移動等をフォローしていこうと思う

と、やっぱりホームヘルパーさんの育成がすごく

大事で、ホームヘルパーさんと一緒に地域に出て

行くことが地域を耕していくことになるというふ

うに、私は思っています。

電車の中でちょっと歌を歌ったりとか、かわい

い子がいるとちょっとさわりたくなっちゃったり

するときがあって、そのときに、 もちろんあから

さまに嫌な顔をされて、私の周りの30cm四方は、

込んでいるのにだれもいないみたいな状況になっ

たりするんですけど。でも､すごくかわいいから、

ちょっと握手したくなっちゃったんだよれってい

うことを、直接彼らはすぐに行動に訴えてしまう

ので、私たちが通訳として一役買うということで

周りとの友好な関係をつくりながら、啓発活動の

一つになっていると思っています。ヘルパーの対

応の仕方を見て、ちゃんと対応すれば、 この人た

ちは危険ではない。周りの方たちが、 こういう障

害を持っている人たちに対して、 こういう支援を

するとか、こういう態度で接すればいいんだとい

うことをわかっていただくための啓発活動にもな

るんじゃないかなというふうに思っているので、

本当はここにヘルパーの質の高さが求められると

ころだと思います。

もう一つ、行動援護という支援が新しくできて

います。行動援護という支援は、居宅の訪問系の

サービスの中の一つですけれども、行く場所が限

定されたり、やる内容が限定されたりしているわ

けではないサービスです。こういった中が不明瞭

なサービスが法律として出てくるというのは極め

てまれなケースです。特に行動上に問題のある方

に対しての支援ということで、知的障害と精神障

害の方に限定されたサービスの内容になっていま

す。このサービスができる人を現在養成している
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んですけれども、ホームヘルパーの資格だけでは

なくて、それに2年間以上の実務経験が必要とい

うふうになっています。その研修の中で一番皆さ

んにお願いしていることは、その日、その場面で

支援をすることはもちろん大事なんですけれど

も、そうではなくて、その前の段階で段取りがき

ちんとできていないと、 この支援は絶対に成功し

ないんですよということをお伝えしています。そ

れはへルパーの問題だけではなく、事業所さんに

もお願いしていることです。先ほど野村先生のお

話の中にも出てきましたけれども、障害をお持ち

の、特に自閉症スペクトラムにあるようなお子さ

んの場合は、視覚支援が重要になってきたりしま

す。そういう障害の理解とか、どういうものを手

がかりにして彼らが私たちの言葉を理解しようと

してくれているとか、彼らの思いを私たちが理解

できるのかというのを考えたときに、そういった

彼らと共通の言語になり得るものをつくっていく

ところから、行動援護のサービスは始まります。

それがなくては、 コミュニケーションを取ること

が出来ません。

だから、その中で環境調整というのも、 ものす

ごく重要な支援の内容の一つになっていまして、

見たら買いたくなっちゃうとか、 自動販売機から

メッセージを受けて、この自動販売機の前を通っ

たら絶対午後ティーを買わねばならない人とかと

いうのがいるので、そういうルートが、そこに自

動販売機があるということがわかっていれば、違

うルートを通るということをヘルパーは選択し

て、その視覚支援を逆に利用して、視覚に入らな

ければ買わなくて済むというような選択をするわ

けです。そういった意味で、ちょっと後半早口で

申しわけないんですが、いろんな環境調整を事前

にヘルパーや事業所がして支援に当たる。その段

取りができていなければ､サービスは､その日サー

ビスを提供しても、次に結びつくものがないとい

うことなんですね。

行動援護は、小さいお子さんに使っていただく

ことが大事です。そうやって環境調整をして、野

村先生がおっしゃったような二次障害を減らして

いくこと、二次障害を起こさないサービスの提供

の仕方の積み重ねで成功体験を重ねてもらって自

己評価を上げてもらうというのがとても大事で

す。もともとある障害はある程度仕方がない訳で

す。私も、 もともと老眼じゃなかったんですけれ

ど、最近老眼になっちゃったので眼鏡をかけてい

るんです。でも、眼鏡をかけることによって私の

老眼という障害が軽減されている、 もしくは全く

なくなるに等しい。取っちゃうと見えないんです

けれど、そういう状況になっているわけで、そう

いうことが、多分知的障害の人たちにも同じよう

に必要なわけなんですね。

また彼らにとっては、学校生活も、地域の生活

も､24時間のサイクルの中で動いていて､つながっ

ているものですが、それを点と点にしてしまうの

は、行政だったり、私たち支援者の側だったりす

るのです。そこを一人の24時間の生活の流れの中

で、 ここの時点、今の必要なものというのを見た

りとか、全体的なライフステージの中で今必要な

もの、 目指すところはここなので、今やっておく

べきこと考える。そのためには、教育とか、福祉

とか、いろんなところが連携をしながらやってい

くというのがとても大事なんじゃないかなという

ふうに思っています。以上です。 （拍手）

西牧本多先生､どうもありがとうございました。

福祉のいろんなサービスの仕組みとか、そして、

実際のそれの運用の仕方、運営の仕方、エピソー

ドを交えてお話しいただきました。でも、滝乃川

学園の恵まれた自然そのものがその地域にあると

いうことが、 きっと何か共生社会の一つのあり方

かなというふうに思って聞いていました。

それでは、パネルディスカッションの発表の最

後として、中村先生、 よろしくお願いします。

中村皆さんこんにちは。ご紹介にあずかりまし

た社団法人日本自閉症協会東京都支部の中村と申

します。私は、子どもが2人とも自閉症児の保護

者です。保護者は、ある意味ものすごい専門性か

もしれないなといつも思っています。比較的どこ

へでも平気で行っちゃいますし、どこだろうと平

気で話をしてしまうものですから、いつの間にか

支部長という肩書をいただいてしまいました。こ

の肩書をもらってここでお話しするのは、いつも
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とても肩身が狭いんですが、実は私はとても自閉

症に不勉強な人間なものですから、今日は、今の

状況について思いを話してくださればというご要

望でしたので、専門性がなくてもいいんだなと

思ってお邪魔いたしました。

ちょうど何日か前の東京新聞というローカル新

聞にこんな記事が載っていました｡医療関係でも、

子どもの心の診療等に関する検討委員会というも

のが立ち上がりまして、先ほど児相の金井先生が

おっしゃっていたような虐待の方ですとか、いろ

んな方のものも含め、その中に発達障害の子ども

も含めて子どもの心の診療拠点病院を整備しよう

という話が動いているということです。

こういう動きを見ると、発達障害の子どもたち

にとって、世の中がよくなってきているんじゃな

いかなと親の立場ではついつい思ってしまいま

す。私ども自閉症協会の保護者の方は、 とても熱

心な方が多くて、こういう情報をメールとか、い

ろいろなところでたくさん並べてくださるんです

ね。そうすると、世の中がよく動いているような

気がするんだけれども、果たして自分の場合はど

うなんだろうかという言葉も同時に聞こえてきて

きます。

発達障害児に対する環境の変化

・平成15年3月～特別支援教育体制の推進

・平成17年4月発達障害者支援法の施行

・障害者雇用における､対発運障害の視点の導入

・医療サイドからの｢子どもの心の診療｣に対する取り
． ．？：組み etC….

f :
b - L

,/発達障害という言葉に対する社会的認知度が向上し
;‘ ･ てきている

まず、この発達障害と言われる子どもたちに対

する環境の変化はどのように動いているかという

のを、ざ－つと並べさせていただきました。もう

先ほどから諸先生方がお話しなさっていらっしゃ

るので、私が申し上げるまでもないんですが、平

成15年の3月に出た、 「これからの特別支援教育

のあり方について」以来、モデル事業の実施云々

で特別支援教育体制というのが動き始めていま

す。また、平成17年4月に発達障害者支援法とい

うものが施行されまして、発達障害児・者を乳幼

児期から一貫した支援をしようよという法律であ

るというふうに私は思っています。また、それと

時を同じくするぐらいの時代から、障害者雇用の

施策のほうでも発達障害という言葉も出てきてお

りました。

発達障害とは…

･駿鯵雛蔚論徹蝋稲鶴蛎農
・同じ診断名でも､本人の個性や発運の状況や年齢､園かれ
た瑁境などによってその症状は輿なってくる。

､鯉騨雛鳥鰐僧駿淑郡離鋸鼈t懸
導がないと二次的な問題が大きくなり､知的な能力は高くと
も社会適応は難しくなることがある

早期撫育と関係者の連携による一生涯を通じた支援が大切

この発達障害というのは一体どういう定義な

のかなということで、基本的にはもう本多先生

を初めとする先生方がおっしゃったように、決

してこういうすごく狭い範囲の定義ではないと

思うんですが、今発達障害施策ということで動

いている対象となると、ここに並べたような方々

が対象になっています。名前で言うと、広汎性

発達障害、 自閉症スペクトラムという言い方も

よくするようですが、あと、 自閉の中でも知的

におくれがないと言われるアスペルガー症候群、

高機能自閉症、 またはADHDですとか、 LDなど

です。

私ども自閉症協会や、ADHDの団体であるエ
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ジソンクラブとか、 LD親の会などには毎月のよ

うに、親の話を聞かせてくださいと講師依頼が来

ています。きのうも実はうちの事務局のほうに、

2件ほど、何か早期の検診のことを記事にしたい

ので、 メディアの方から、電話取材いいですかと

いうご依頼が、ほぼ時を同時にしていて2社から

来ていたというのを聞いています。比較的メディ

アの方も、発達障害という名前のついた子どもに

ついての企画をたくさん取り上げてくださってい

ると思います。

連携による一生涯を通じた支援というのが不可欠

だと思っています。

ただ、 この早期療育という言葉が大変くせ者

でして、早期療育は決して知的な部分を伸ばす

ための療育ということではなくて、その子にとっ

て早い時期に必要なものを、早い時期から支援

していこうよということだと思うんですね。た

だ、 この早期療育という言葉は、 とらえる方に

よって本当にこんなにも違うのかという感じに

なってしまうというのが、昨今私がとても感じ

ているところです。

これはとても乱暴な図なんですが、知的障害を

伴わない方がなかなかわかってもらえないという

ことをわかってもらうために､あえて作りました。

こんな簡単なものではないと思うんですが、例え

ば自閉症の中で知的障害のない方というふうに考

えると、 自閉症の程度というものと、知的障害の

程度というものを別々に考えたほうがいいと、私

は思います。それで、横軸に知的障害の程度を考

えて、縦軸に自閉症の程度というのを考えると、

この4つのポイントそれぞれ考えると、子どもた

ちの程度、状態が全く違うということがまずわか

ります。知的障害の程度はすごく軽いんだけれど

も、このあたりですね、 このあたりに所属してい

るような子どもたちっていうのは、確かに知的な

おくれはほとんどないかもしれないけれども、 自

閉の度合いがとても重たいという場合があるんで

すよね。そうなると、社会生活を営むのに、本人

はすごく大変な思いをしている。でも、あなたは

字だって書けるし、算数なんて普通の子よりよっ

ぽどよくできるし、テストをさせたらトップクラ

スじゃないかと言われてしまうような子たちは、

本当につらいことがなかなかわかってもらえない

と思います。

軽

自
閉
症
の
極
度

●

国 経

知的障杏の租度

発達障害という診断がついたとしても、これだ

け名前も並びますし、一言例えば自閉症といって

も、お子さんの症状は実際はもう、私はよく自閉

症は左端から右端まで比べてみたら他人ですとい

うことを申し上げるんですが、私も子どもは2人

おりますが、私の目から見ると、全く違うなって

いつも思います。ただ、顔が似ているせいか、周

りから見るとよく似ているというふうに言われる

んですけれども、それぐらい個性や状況も違いま

すし、年齢や、先ほど金井先生がおっしゃったよ

うに、育ち方によって本当に状況が変わってくる

なというふうに感じています。特に知的障害を伴

わないような方について言えることは、なかなか

周りの方々に、障害があるとか、支援が必要だと

いうことをわかっていただけないというのが一番

大きな悩みだと思います。無理を強いられてし

まったり、ストレスをためることを幼少時から積

み重ねた結果、二次的な問題がとても多くなって

しまって、思春期以降､能力は高いのだけれども、

社会適応ができないというケースがふえていると

思います。それを考えると、早期療育と関係者の
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そちらのほうにご相談に行かれたらどうですかと

いうふうにお話しするようにしています。

逆に、本当に今すぐ何か対応をしたほうがいい

と思う方についても、診断は下ったけれども、療

育機関に通えなかったり、なかなか適切な支援が

受けられない状況もある。何より保護者が、 「う

ちの子は普通の子じゃないんだ」と、 ものすごい

ダメージを受けたときの精神的ケアというのは本

当に少ないんですね。私は、この子のどこが障害

なのか知りたいんですと電話をくださる方もい

らっしゃいます。 「どこと、どこと、どこが障害で、

どこと、どこと、どこが障害じゃないのかを私は

わかりたいんです」と。本人が言っていることは

全く－こういう言い方は失礼ですけれども－

でたらめだということは多分お母さんはわかって

いらっしゃるんだと思うんですよ。でも、 自分で

納得ができないんですよね。私は電話でお話しす

ることしかできないので、なかなかうまくはケア

できないんですけれども、 「例えばお母さん、今

すごくつらいのはよくわかるけれども、 1年間、

とにかく病院の先生や学校の先生とお話ししなが

らお子さんとつき合ってみてください。私は、子

どもが障害があるって言われてから、 1年間たっ

た後の自分と、そのときの自分はすごく変わって

いた気がするから、 とにかく1年間、どこが障害

云々ではなくて、 じゃあ、今この子に何をしよう

かつて考えながら少し接してみませんか」と申し

上げるようにしています。その部分の支援はとて

も必要だなというのを痛切に感じています。

また、成長過程の中で､本人に必要な支援とか、

基本的アプローチの方法なんかを、例えば幼児期

に療育にたまたま運よくめく、り会ってしっかり蓄

積されたのに、それがなかなか学齢期にきちんと

引き継がれない。 「小学校まではよかったんだよ

ね、中学校へ行ったらだめなのよ」とか、 「中学

までは行けたんだけど、養護に行ったらだめだっ

たのよ」とか、結局いいと思われるデータがなか

なかきちんとつながっていかないという問題もあ

ると思います。

そして、 もう一つは、先ほど先生方おっしゃっ

ていましたけれども、私は自分の子どもが知的障

害養護学校に通っていたということもあると思う

特別支援教育の動きを考えた時の問題点

乳幼児期を中心とした初期段階の適切な支援や、
この時期重要な保護者支援が充分ではない

成長過程の中で､本人に必要な支援やその基本的
アプローチの方法等具体的データーが上手く引き継
がれていかない

医療との連携が充分に取れておらず､必要な支援

にたどり藩きにくい喝合がまだ見られる

・障害特性の幅が広い発達障害児を考えた時､子ど

もの状態によっては､教育が中心では､支援がス
ームーズに進まない塙合がある

次に、私が考える範囲で、今の特別支援教育の

動きを考えたときの問題点というのを、 4つほど

挙げさせていただきました。まず乳幼児期を中心

とした初期段階の適切な支援、そして、この時期

の保護者の支援というのが、十分にないのではな

いかというのを感じています。保健施策等の推進

によって、早期発見というのは大変一生懸命今

やってくださっていて、行政によっては、 5歳児

健診もあったほうがいいとか、 1歳半健診で自閉

症という診断をつけてしまうような方も大変ふえ

てきています。ただ、診断をもらったんだけれど

も、その後の支援がなかなか定まらないという方

がとても多いんですね。私は、協会のほうで電話

相談に入らせていただくことがあるんですけれど

も、実は1歳半健診に行ったら、 この子は自閉症

じゃないかと言われて、 「私は今どうしたらいい

かわからないんです」という保護者の方から電話

を受けることがとても多いです。お子さんの状態

を電話で聞かせてもらえますかって聞くと､ああ、

このく、らいのレベルでも自閉症という診断を今く

だしてしまうんだ、先ほど金井先生がおっしゃっ

たのにとても近いかなと思うんです。言ってし

まってその後のフォローがなかったら、親がどう

なるかっていうことをその人は考えたのかなと思

うこともあります。別にその方の診断が間違って

いると私は思わないけれども､今聞いた範囲だと、

もしかすると家庭の中でお母さんがちょっとわか

りやすく話しかけてあげたりとか、少し接する時

間を持ったりとかしながら様子を見てもいいかも

しれないと思いますよ、どうしても心配だったら、

発達障害支援センターというのもありますから、
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んですが、実際の教育現場で医療との連携が十分

にとられていないケースというのはとても多いで

す。お昼を食べながら、 さっき思わず愚痴のよう

に申し上げたんですが、例えばもう成人期に達し

ているのに、食事はほとんどもう口いつぱいにた

めてしまって、どくんと丸のみしてしまうような

方というのは、自閉症の方で決して少なくないで

す｡多分幼児期のきちんとした摂食指導ですとか、

そしゃくとか、そのあたりは全くなかったんだな

というふうに思います。また、それ以外にも、例

えばメンタル的な面で不安定になったときに、教

師の判断だけでやってしまって、逆にとても悪く

なってしまう場合や、本当に不登校になってし

まったようなケースの場合は、学校に通えていな

いのに、学校に来させようという努力だけの教育

をしてしまって、肝心のメンタルなケアの部分は

全くないまま、強引な3年間を過ごしてして、学

校に1日も来ないまま卒業するという生徒も、今

養護学校の中で出てきています｡通常級の中でも、

こういう子どもたちが本当に多いと思います。

うちの娘がお世話になった先生が、 うちの娘の卒

業とともに通信制の高校のほうに移動されたんで

すね、A高校というところなんですが。卒業した

後に離任式でお話ししたときに、発達障害と言わ

れるお子さんがとても多く在籍していらっしゃっ

て、 「入学式には会ったんだけど、それっきり学

校へ来ないのよれ」と、おっしゃっていました。

そのときに、果たして学校は何ができるのか、学

校で何ができるのか、 もしかしたら何もできない

ままやっぱり3年過ぎてしまうのかなというふう

に思います。一番下のところは、私がすごくそう

思ったところです。教育の場合は、個別の教育支

援計画という書き方をするものですから、教育が

真ん中に立って連携しましょうよという動きが出

てきているんですが、お子さんによっては、教育

が中心にいたのでは、なかなかケアというのは進

まないと思うケースがけつこう多いです。

考えられる対策

乳幼児期からの早期発見早期療育と､学齢期への

就学時移行支援の充実

個別の支援計画が生かされるための､支援シート

やサポートブック等の作成と活用

子どもの状態に応じて､中心となる支援機関を柔軟

に設定する視点

･親の会等による､ピアサポートの有効活用

そして、本当に頭がない中で考えて、考えられ

る対策ってなんだろうって。乳幼児期からの早期

発見、早期療育と、学齢期への就学児移行支援と

いうのをきっちりすることがまず大事だと思いま

す。この早期療育というのは、 さっき私がちょっ

と申し上げたように、決して数が読めたりとか、

言葉がしゃべれたりとか、そういうようなスキル

ではなくて、その時期、その子どもにとって一番

大事なことをきっちり身につける。あわせて、親

の支援もきちんとするということだと思います。

あと、個別支援計画というものが生かされるた

めには、その下のレベルとして、その子どもの状

態を理解するために支援シートやサポートブック

と言われる、親が持っている子どもに対する対応

等の内容を踏まえたようなものを作成するという

のは、 とても重要だと思います。お母さんの考え

だけが正しいわけではないと思いますが、ある意

味これをつくると、親御さんに抜けている視点と

いうのもとてもよくわかると最近感じています。

私は、実は地域で、余暇支援事業をグループをつ

くってやっているんですが、遊びの内容をお聞き

してみたら、何でお母さんこれ教えてくれないの

ということが結構たくさん多くて、サポートブッ

クをつくると、あっ、お母さん、ここ全然気づい

ていないんだなというところもわかってくるかな

と思います。

あとは、先ほど申し上げた子どもの状態によっ

ては、教育が中心ということではなくて、どこが

リーダーシップをとるかという視点を柔軟に持つ

ということ、最後、親御さんを支援するという意

味では、親の会等を利用したケアサポートを有効
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活用して、就学の時期を通り過ぎた親御さんの話

を聞くというのも大きいと思います。今日いただ

いた抄録の2日目のほうに、心臓病のお子さんに

対するサポートのシステムというものの発表が出

ていましたが、同じようなものがやはり発達障害

でも必要だなと思っています。

広いお話が出ていると思います。パネルディス

カッションに関しては、今回の学会学術集会の報

告ということで、後で我々のほうでまとめますの

で、 きょうはしっかり、皆様方の疑問とか、思っ

ていることを、ここで出していただければと思っ

ております。 4人のお話を聞かれて、 フロアーか

ら、 まずご質問、ご意見等をお伺いしたいと思い

ますが、どなたかご意見、ご質問のある方は、挙

手をお願いしたいと思います。また、後ほどお互

いにそれぞれのパネリスト同士で質問したいこと

やご意見もお聞きしたいと思いますので、 このお

時間に考えていただければと思います。いかがで

しょうか。もしなければ、パネリストの先生方同

士で、何かもう少しここのところを聞いておきた

いとか、お互いに質問とかがございますか。どう

ぞ、お名前と所属をお願いいたします。

フロアーから質問

京都市から参りましたTと申します。かつて長

いこと病弱児の子どもを育ててまいりまして、落

ちついたところで、今、旬の職業と言われている

特別支援加配ということで、京都市立小学校に入

らせていただいています｡私が行った小学校では、

虐待を受けた子ども2人が中心となりまして学級

崩壊があり、それから対教師暴力、それから子ど

もに対する暴力、人権侵害もひどい中で教育が行

われているということを目の当たりにして、かな

りショックを受けました。私は、寄り添いを基調

とした教育を我が子にいただいて、 とてもいい成

果が出たので、私自身も寄り添いを基調として、

その虐待を受けた子どもたちに、 もう本当に祖母

のようになって、穏やかに、あらゆる規律なども

ちょっとその子たちのためにアレンジして、その

子たちの話を聞き、とにかく君たちを信じるから、

君たちを絶対に守るから、 とにかく私のところに

戻っておいでと言って、幸い今年度から別室をい

ただきまして、そこで2対1であるとか、 1対1

で対応しています。特別支援がまだまだ行き届か

ない学校でしたので、連携なども一つ一つつくり

上げようと努力してきました。私がそういう寄り

添い的対応で子どもたちに接するものですから、

なかなか配慮、教育もうまくいっていないことも

あって、ほかの職員たちから、甘やかし過ぎでは

大切なこと

関係諸機関の連携による支援会議等の顔を合わせ
た話し合いの場の設定

それぞれの機関の役割分担の明確化と必要に応じ
た素早い対応

子どもを中心において視点を持ち続けること

発達障害児の豊か生活の充実

とにかく大切なのは、関係機関の方々が顔を合

わせて支援会議を持つということは本当に大事だ

と思っています。それぞれの機関が、 自分が責任

を持たなければいけないところはどこなのかとい

うのをはっきりさせる。ただ、はっきりさせると

いうことは、それ以外はしませんよということで

はなくて、逆に周りが、何かあったらこのことに

ついてはここときちんと連携をとってやればいい

んだなということを意識する意味で必要かなと思

います。何より、 とにかく子どもを真ん中におい

て、今一番大事なことを持ち続けること、 これが

大事だと思います。最終的に私たちが望んでいる

のは、発達障害児の豊かな生活の充実、この一言

に尽きるのではないかと思っています。早口で大

変申しわけありませんでしたが、私の発表は、以

上で終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 （拍手）

西牧中村先生､どうもありがとうございました。

それでは、パネリストの方は、壇上にお上がり

ください。これからパネルディスカッションに移

りたいと思います。パネリストの皆様、時間の遵

守にご協力ありがとうございました。

それでは、これからフロアーと交えてお話しし

たいと思います。これまでの発表で、非常に幅の
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ないかというような批判もいただいています。そ

の中で、やっぱり私は信じることと寄り添いは大

事だと思って頑張っているんですが、時々彼らの

人を逆なでする発言とか暴力に遭うと、その信念

も揺らいでしまうようなところがあります。また

月曜日から彼らと向き合う前に当たって、金井先

生に、虐待を受けた子どもたちの言動の特徴とい

いますか、先ほど稚拙であるということはお聞き

したんですが、その逆なでするとか、そういうも

のがあるのか、 また、対応として、何を中心に力

を入れて行ったらいいのか教えていただければと

思います。長くなりました。

じゃないかみたいなことにもなりがちです。その

ときに大事なことは、 とにかくオープンにするこ

となんですね。別室をもらったというのは、子ど

もにかかわるには非常にやりやすいけれども、密

室になってはいけない。そこでされていることを

みんなが見ているというふうな状況をつくり、あ

るいはしょっちゅう報告をするということをす

る。とにかく、子どもの人生にとって、寄り添う

支援というのは実は一時期しかつき合えません、

ある意味で。そのことも本当は知っておかなく

ちゃいけない。だから、 自分だけでそれを終結さ

せてはいけない､できるだけオープンにすること、

あるいは協力者をつくること、医療もそうかもし

れません、あるいは養護の先生なんかもそうかも

しれません、そうやってその部屋が密室にならな

いような、そういう注意がとにかく必要だろうと

いうふうに思います。

西牧何か広く支援者としての心構えというか、

そんな視点でもよろしいでしょうかね、その虐待

を見ていく上での。お医者さんの立場でもありま

すし､それ以外に福祉の立場にも今おられますし、

さまざまな人と連携をとられていますので、金井

先生、 よろしいでしょうか。 西牧どうもありがとうございました。それ以外

に何かご質問等はございますか。どうぞ。

金井非常に難しい質問です。まず虐待を受けた

子どもたちは、虐待を受けた状況を再現しがちで

ある、虐待を受けた状況に巻き込みがちである、

すなわち、受けていたような状況を自分のいる場

でつくり出しちゃう傾向があります。だから、逆

なでするような言葉とかいうのは、非常に特徴的

なことだと思います。ただ、そこで寄り添う支援

というのは、僕は非常に大事だと思っているんで

すが、一つは、寄り添う支援を始めたときに、多

くの場合は、子どもにかかわりを持ち始めたとき

に、子どもは一たん自分の慣れ親しんだパターン

を急激に出すことがありまして、むしろ問題行動

とかが活発になってくる時期があったりします。

ここを踏ん張れるかどうかということが、ある意

味で例えば思春期病棟なんかでこういう子を治療

すると、勝負どころになったりするんですね。そ

のときに、周りの目が非常に難しいことになって

きます。この寄り添う姿勢というのは、周りから

見ると、自分たちができないことをやっていると

いう、ある種の嫉妬とか、そういうものも生むこ

とがあります。あるいはそこで問題のあったこと

が、そんなことをやっていたら余計ひどくなった

フロアから質問

私も京都から来たんですけれど、 Tさんとは随

分前から知り合いで。ところで、 きようの一番の

テーマ、地域に根差すというところで、野村先生

もお話ししていただいて、 4人の方々も、そうい

うことについてお話ししていただいたんですけれ

ど､私は､初めから地域って何だろうと、どうなっ

ているんだろうと、それがわからないんですね。

よくわからない、そのことをわかりたいと。その

ことをわかるというのは、こういう教育や医療の

専門家の集まりでそんなことを話すのはちょっと

場違いかなと思ったりもするんですけれど、私自

身の経験の中で、例えば肢体不自由の子どもを、

進路指導ということで現場実習に連れていきまし

た。一定期間経て、あわよくば採用にならんかな

と思って行ったら、だめですと、 うちは慈善事業

をやっているわけじゃないからとこう言われた

と。これ非常にはっきり物事をあらわしていると

思うんです。世の中は、障害のある人につき合う

ということは慈善事業か何か。それを裏返して言

えば、そんな者と無関係に世の中暮らしていると
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そういうことですね。長年、昔の養護学校にいま

したが、そんな場面にはもうさんざん出会いまし

た。さあ、そこで、地域に根差すその子育て、一

括して言えばそういうことになると思うんですけ

れどね。ですから、私もそうだったし、今もそう

ですが、いわゆる地域と私らがどうかかわってい

くのかと。かかわるというよりも、私らも地域で

生きていると、一緒に育てましょうというふうに

思っていくのはどういう態度が要るのか、考え方

が要るのかなと、そこのところを強く思います。

今それぞれの専門のお立場で、そういうことにつ

いて考えていただいていると思いましたので、ど

なたということではありませんが、 よろしくお願

いします。

なきやいけないことも－やらなきゃいけないと

いうのは失礼だけど、やったほうがいいこともあ

ると思います。私いつも、 「逆差別意識を持つの

はやめようよ」と、他の保護者に言うんですね。

ついつい、 自分で障害者は特別だと思ってしまう

ことがあるんです、保護者って。何かしてもらっ

ているのが当たり前になってしまうと、それは私

は逆差別だと思います。だから、障害はあるけれ

ども、普通の人間として理解してもらいたいんで

あれば､そういうものを受けることが当たり前だ、

それをしてくれて当然でしょうという気持ちでい

たら、やっぱり地域には理解してもらえないと思

う。だから、逆にこの子たちが地域の中できちん

と貢献できる部分も押さえなきゃいけないなっ

て。だから、娘が今企業のほうで、パートタイム

雇用で1日6時間働かせていただいているんです

が、娘には大変厳しい言い方をしました。お給料

をもらうということで働いているんだから、その

お給料に見合うと思わなかったら、会社がそこで

もう雇ってもらえなくなるかもしれないよという

ことを､私ははっきり娘に言いました｡だから､｢会

社はこういうふうに働いてくださいっていうふう

に手順なり何なりという決まりがあったとした

ら、それは最低限やっぱり沿わなきゃいけないん

だよということを、わかる？」というふうに話し

ました。もしそれがだめだとしたら、会社じゃな

くて、違うところで活動することを考えようねっ

ていうふうに娘に言いました。それでも会社で働

くって、 うちの娘は言ったんですね。何で会社で

働きたいのって言ったら､私はお給料をもらって、

こういうこともしたいしということを言うので、

だったら、そういう約束を守らなかったら、やっ

ぱり会社では働けないんだよって。もちろん、障

害者雇用をしていただくときに、同じことを求め

られるということはないんですけれども、やっぱ

り最低限度のその中でやらなきゃいけないことは

やろうよっていうことを、娘に言いました。同じ

ことをやっぱり私は、保護者と話しているときに

言うことがあります。時々、 「だって、こんなこ

としてくれるの、当然じゃない、それこそ特別支

援教育のときだって、特別支援教育体制なんだか

ら、こうやってくれるのが当然じゃない」という

西牧これは、社会における、特に障害のある人

に対する心のバリアという、 とても大きな問題だ

と思います。もしよろしければ、お一人ずつコメ

ントがあればいただきたいと思います。もしどな

たか、まずいかがでしょうか。指名させていただ

いてもよろしいですか。保護者のお立場というこ

とで、何か来るかなと思っていらっしゃったみた

いな感じで、中村さん、いかがでしょうか。

中村究極のご質問で、おっしゃるとおりだと思

います。正直私も、 2人の子どもを卒業させると

きに、下の娘は特に企業等も何回か回らせていた

だきましたし、あと、 自分で地域活動もやってい

るものですから､介助者に入っていただくときに、

いろんな立場の方にお話ししたり、あと、活動す

るときにご迷惑をおかけしたときにおわびに行っ

たりして、いろんな方々と接触することが多いも

のですから、その経験を踏まえて、ただ一つ言え

ることは、私は親の立場として、何かをしてもら

うという立場だけで、気持ちだけで行ったんでは

やっぱり地域には理解されないと、いつも思って

います。私たちはどうしてもお願いしなきゃいけ

ないことがとても多いんですけれども、子どもと

一緒にいて。でも、そうではなくて、 自分たちだ

けが支援を受けるという気持ちで地域の中で理解

してもらおうと思ったら、無理だと思います。自

分たちも、 もちろん地域の中の住民なので、やら
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ふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけれど

も、そうじゃなくて、一緒に、普通に同じ立場で

考えるという視点を忘れないようにしようよって

いうふうに言っています。だから、私たちも、障

害者であるために、地域の一住民、一人の子ども

だよっていうことは忘れないようにしようよって

いうのを、 自分を戒める意味でよく言うことがあ

ります。視点がずれちゃったら済みません、今思

いついたのはそれだけでした。

ンで無銭飲食があると、すぐ”に電話がかかってき

まして、見に行くと、 まあ、 8割、 9割はうちの

施設の人ですけれど、そうじゃない方もたまにい

らっしゃるんですが。でも、永く、そこのお店を

使う、それから、外食でも近隣のところを一生懸

命使っていくようにすることで、そこの方に、特

別な存在じゃないということをわかっていただい

たり、特にお店の方には消費者の一人であるとい

う認識をしていただくというのを、それはもうす

ごく時間がかかることなんですけれど、やってい

ます。何か私たちのほうに責任が帰する問題が起

こったときにはもう即座に謝りに行く、ただひた

すら謝るというふうにしています。そういうふう

にしてくると、例えば店員さんのほうで、例えば

ハンバーグを食べに行くと、ハンバーグがよく鉄

板に載ってくる。利用者さんは、その鉄板を持っ

て食べたくなっちゃうんですけど、鉄板は熱いか

ら、それはさわっちゃいかんということを教えて

いただけるようになる。それを心配してくださる

ような関係がつくっていける。そして、 さっきも

お伝えした行動援護の支援なんかもそうなんです

けれど、視覚支援でも何でも使っていろんなこと

ができるようになったら、今度は支援を引いてい

く支援というのがものすごく大事で、行動援護も

一生使い続けるわけではなくて、何年かしてでき

るようになったら、今度はその内容であったり、

回数であったりを引いていくことで本人の自立

度を高める、そして、 また違う次の課題を設定し

て、そこに向かっていく、その繰り返しだと思っ

ています。なので、サービスは入れたら入れっ放

しじゃないんですね。本人たちも、それは社会性

も身についてきますし、なかなか言葉で伝わって

いかないことも、経験の中できちんと体得してい

くことが確実にできる方たちなので、普通のお子

さんが3カ月なのが1年かかるかもしれないです

けれど、そこは絶対発達しているという視点を持

ちながら、そして、できたことはもう引いていく。

特に知的の場合は、私たちが支援をよかれと思っ

てしていくことが本人の成長の芽を摘んでしまう

ことがものすごくあって、入所施設にいたときに

言葉が3つぐらいしかない方がいて、そのうちの

1つが「コーヒー」だったんですけれど、 コー

西牧どうもありがとうございます。本多先生に

は、歴史のある福祉施設で、今のような質問の内

容をずっと経験しながら地域で、仕事をされてき

たと思いますので、その立場からのお話をただけ

ればと思います。島先生には、教員養成とか、そ

ういったこれから支援者を養成する立場から、少

しコメントをいただければと思います｡金井先生、

もしお時間あればお願いします。

本多地域に理解していただくというのは本当に

難しいなというふうに感じています。私たちの施

設はすごく古くて、明治のときにできたんです。

今の地に移ったのは昭和4年です。昭和4年から

もう長く今のところにありますけれども、例えば

滝乃川から歩いて数分のところにグループホーム

をつくりたいと言っても、滝乃川があることはも

う昔からあるので、 まあ、いいも悪いもないん

だけど、そこに新たにグループホームをつくる

と、それが高齢者のグループホームではなく知的

障害者のグループホームの場合、どこかにつくる

のはいいけれど、それはうちの隣じゃなくていい

よれ、っていうようなことにやっぱりなりがちで

す。戦略を変えて、事前につくりたいので皆さん

にご説明会を開かせていただきますというふうに

すると、 うちのとなりじゃなくていいでしょうと

いう話になっちゃうので、つくりましたのでよろ

しくお願いしますという方法に、事前協議しない

でごあいさつ周りに行くとか、説明会を開かせて

もらうという方針に変えたりして、やっとグルー

プホームができていくみたいな感じです。もちろ

ん､ご迷惑をおかけすることもたくさんあります。

うちの施設の方じゃなくても、隣のセブンイレブ
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ヒーは、施設では時間になると言わなくても出て

くるんですね。例えば滝乃川でいうと、昼ご飯の

後とか、夕飯の後とかに、黙っていてもコーヒー

は出てくる。そうすると、 コーヒーは出てくるか

ら、言わなくても済むわけです。何年もやってい

ると､「コーヒー」という言葉を発しなくなっちゃ

うんですね｡ 3つしかない言語の，つを、私たち

は取ってしまったなというふうに、 ’0年ぐらい

たって気がつくんです。最近「コーヒー」って言

わなくなっちゃったね、みたいなことを。そうい

うことって絶対にあって、だから、やらなくても

よい支援はやらない、必要なところに、必要な分

だけ支援をするということがものすごく大事で、

それは地域に入ってからも同じことで、地域の人

たちは常に見ているというふうに思いながら支援

をしてほしいと思います。そのときにやっぱり、

さっきお伝えしたように、かけ橋になっていくの

がホームヘルパーだったり、支援者だったりする

ので、そこをちゃんとつないでいけるということ

が大事ですとお話をさせていただいています。グ

ループホームもそうですが、そこのグループホー

ムに暮らすようになって、近隣の方には必ずあい

さつをしようねって、いろんな言葉がわからなく

ても、笑って頭を下げるだけでもいいからあいさ

つはしようねっていうようなことを伝えていま

す。そういうことで、やっぱり心のバリアフリー

が、ほんのちょっとずつなんですけれど、隣の家

からできていく。ヘルパーとか、世話人とか、施

設のスタッフの姿勢によって、やっぱりそこら辺

の橋渡しを私たちがしていくべきなんだろうなと

いうふうに思うし、私たちの利用者さんに対する

働きかけを周りの人は見ていて、だから、悪い働

きかけをすれば、あっ、知的障害の人にはこんな

対応でいいんだということも逆に学んでしまわれ

るので、やっぱりいつも見られている視点に立っ

て、ほかの人に恥ずかしくない支援の仕方、そし

て、利用者さんにとってその支援がどうかという

ことを考えながら支援をしていくようにというふ

うには思っていますが、現実的には厳しいバリア

はあります。

しようか。

島地域っていうのは、それこそ地域、地域で違

うと思うんですね。私は、生まれ育ったところと

いうのは山の中で、人口数千人のところで、 自分

自身があまり小学校へ行っていなくて、校長室で

遊んでいたような子どもだったんです。高校に行

くのに、 自分の町になかったからでかいところへ

行って、仕事で県内転々として、東京にいて、三

鷹にいたんですけれどね、ついこの間まで。また

今度帰って自分の地元にいるんです。地元といっ

ても、生まれ育ったところじゃなくて、 しかも、

仕事をやっていたところじゃないところで今いる

んですけれど、今心理学科で、それこそ地域臨床

というものをやっています。学生たちと話してい

て、いつも言うのは、地域というのは人のつなが

りだよということを言うんですね｡これは､今おっ

しゃられたように、ほかの例えばお店の方と障害

のある方のかかわりの中で生まれてくるものとか

も含めて、そこに住んでいる人がそれぞれ持って

いる力で調整し合っていけるものっていうのか

な、そういうようなものをどうやって育んでいく

かというような部分じゃないかなというような気

がしています。ずっとつき合っていた自閉症のお

子さんで、言葉があるから誤解を生むという自閉

症のお子さんがいたんですね、 しゃべるものだか

ら。ご存じのように、 自閉症のお子さんは、 しゃ

べっているんだけれども、違う意味のことってよ

くありますでしょう、それを近くのお店の方がよ

く理解してくださった。そのことを、商店街とい

うほどの大規模じゃないんだけれど、そこの幾つ

かのお店の人が、あっ、あの子、 こうだよれって

いうのが、あっ、この間、そう言えばこう言った

けれど､何で怒ったかなと思ったら､意味的に違っ

ていたんだということがわかってもらえたりもし

たんですね。それから、精神障害の方で、ちょっ

と変な行動をしていた人がいて､その方なんかも、

私が2回目に転勤した場所の町の方だったんだけ

れど、町の人が知っているんですよ。危ないこと

になりそうだったら、ちゃんと周りの人がそれを

見ていて、あの人、 こういう人だからこうだよと

いうような対応をちゃんと出来る。そういうふう西牧ありがとうございます。島先生、いかがで
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